
１
１法

令
審
査
事
務
提
要
（
改
室

Ｉ
；
…
Ｉ
１
…
創
内
竹
ｈ
Ⅱ
３
℃
岨
Ⅲ
則
可
釦
澗
で
体
ｑ
３
▲
ｇ
Ｔ
ｎ
竜
。
、
脚
向
引
蜀
日
叶
内
暇
マ
ロ
抑
甲
乙
１
■
３
吋
１
曲
劇
屑
叫
禺
制
換
Ｈ
１
蝕
め
』
甸
丁
魁
岨
凹
曾
４
句
酌

内
閣
法

柤
弘
１
１
Ⅱ
刑
日
切
‐
？
咄
９
咄
哺
６
４
Ｊ
守
り
〃
口
剋
Ｊ
Ｄ
１制 ‐
１
，
１
＄
Ⅵ
ｌ
Ｐ
Ｊ
Ｉ
刑
〃
僻
期
岬
買
亀
、
４
旧
咽
ｆ
ｂ
０

局

和
日
晒
口
渕
１
日
３
や
台
Ⅱ
吾
３
１
冑
側
侯
２
訂
甘
§
叫
，
で
粕
ｑ
口
４
号
衝
伽
肉
ね
晶
爬
乃
咽
墹
導
亀
冗
翌
朝
劃
沙
司
《



”
祁
易
・
呵
亀

、
凶
蟹
■
顧
壁
■
二
画
■
原
一
膨
瞭
酎
吋
《
歴
雄
戯
画
固
諦
零
翫
堀
ロ
郭
Ｒ
哩
簡
ぬ
哩
睦
墾
恐
蝿
仏
哩
黄
晦
環
時
尾
圃
濯
削
郡
肌
婚
咽
蝿
Ｗ
固
い
籾
吋
再
興
ど
帆
勘
川
野
滑
○
暢
脚
〃
で
Ⅲ
。
、
咽
薗
奴
叩
〃
偽
、
い
曽
剃
灯
り
ｑ
嶋
肺
咀
凹
宜
鋼
叩
酔
釦
枇
『
戸
巧
軸
可
司
Ⅶ
凹
即
“
ｎ
脚
■
ｑ
排
月
叩
、
３
Ｊ
う
財
；
黒
鳴
靹
明
時
。

一
こ
の
資
料
は
、
平
成
二
十
三
年
十
二
月
末
ま
で
に
当
局
に
お
い
て
決
定
を
見
た
法
令
の
審
査
に
関
す
る
文
書
を
中
心

に
、
部
内
の
執
務
参
考
用
に
、
事
項
に
応
じ
て
分
類
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
法
制
執
務
提
要
」
（
佐
藤
達
夫

編
）
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
一
般
的
な
内
容
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
資
料
に
は
収
録
し
て
い
な
い
。

こ
こ
の
資
料
は
、
事
項
の
内
容
に
応
じ
、
例
規
関
係
、
主
要
先
例
関
係
、
用
字
・
用
語
関
係
及
び
事
務
処
理
要
領
関
係
の

四
編
に
分
類
整
理
し
て
い
る
。

へ

注
一１
各
項
目
又
は
資
料
の
末
尾
の
括
弧
書
き
は
、
当
該
項
目
又
は
資
料
の
決
裁
（
決
定
）
又
は
作
成
の
日
付
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

２
右
の
括
弧
書
き
で
例
規
編
に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
下
段
に
掲
げ
る
会
議
等
の
決
定
事
項
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月

（
昭
三
○
・
一
次
）
Ｉ
法
令
立
案
に
関
す
る
協
議
・
第
一
次
会
議
（
昭
和
一
一
一
○
年
一
○
月
一
三
日
）

（
昭
三
○
・
二
次
）
Ｉ
同
第
二
次
会
議
（
同
年
一
○
月
一
西
日
）

（
昭
三
○
・
一
一
一
次
）
ｌ
同
第
一
一
一
次
会
議
（
同
年
二
月
二
日
）

（
昭
三
○
・
’
四
次
）
ｌ
同
第
四
次
会
議
（
同
年
一
一
一
月
二
七
日
）

（
昭
一
二
八
）
ｌ
法
令
立
案
に
関
す
る
協
議
会
（
昭
和
三
八
年
九
月
一
○
日
’
二
六
日
・
決
裁
同
年
一
○
月
七
日
）

端
書
き

端
書
き

‐
Ｊ
１
１
・
ｑ
‐
１
０
口
Ⅱ
Ｊ
１
．
１
９
マ
ー
●
日
日
ｑ
ｐ
Ｆ
。
、
，
Ｉ
ご
日
０
ｈ
判
Ｉ
卜
叩
Ⅱ
Ⅱ
。
Ⅱ
垣
４
０
１
１
肌
Ｍ
司
吋
ｑ
Ⅱ
ｐ
Ｕ
切
脆
・
泊
咽
月
見
４
Ｎ
ｐ
ｑ
４

１
４
０
・
Ｔ
０
‐
Ｊ
ｑ
０
Ｈ
●
・
ｑ
Ｄ
ｆ
も
町
・
’
・
ｆ
Ｊ
ｈ
１
ｌ
ｑ
。
？
▲
。
、
。
§
”
２
や
１
‐
・
申
字
Ｇ
Ｎ
０
ｆ
‐
‐
０
少
，
中
ｔ
１
４
ｊ
Ｌ
諄
呈
１
日
‐
Ｊ
Ｄ
Ｔ
や

内
閣
法
制
局
長
官
総
務
室

伊
闇
馴
師
式
旬
證
が
旧
き
Ｈ
心
州
脚
塘
馴
削
Ｎ
３
Ⅲ
ｆ
恩
３
判
器
訂
３
劃
Ⅱ
側
可
廿
堪
何
㎡
誹
軸
〃

＃
ｉ
…
…



詞
器
』匙

６
２
房
固
§
閥
贋
胤
世
間
図
脚
脚
固
月
層
目
鼻
守
り
§
圃
圃
爾
涌
園
口
期
壇
箪
別
叫
舛
Ｈ
３
間
別
間
面
目
側
＃
ｉ
凰
恩
§
２
５
日
＃
《

ｑ
ｔ
ｏ
。
ｂ
，
。
。
１
卜
Ｉ
９
ｊ
ｂ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
０
ｌ
Ｉ
Ｉ
’
１
１
．
７
：
．
ｊ
１
９
も
リ
ワ
．
６
０
，
●
Ｉ
ｌ
Ｆ
ｒ
０
。
ｌ
‐
１
０
第
一
例
規
編

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
４
各
項
目
又
は
資
料
の
表
記
（
法
令
番
号
の
表
記
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
原
資
料
の
ま
ま
と
し
た
の
で
、
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。

端
書
き

３
各
項
目
又
は
資
料
末
尾
等
の

る
こ
と
を
、
ま
た
、
〈
参
考
〉

そ
れ
ぞ
れ
示
し
て
い
る
。

一
般
的
事
項

審
議
会
等
を
設
置
す
る
場
合
の
立
法
方
式
・
…
…
…
・
…
：
．
：
…
…
：
…
…
・
…
．
；
．
…
…
．
。
…
：
…
．

審
議
会
等
を
期
限
付
き
で
設
置
す
る
場
合
の
立
法
方
式
・
…
・
・
・
…
・
…
．
．
…
：
．
：
．
：
：
；
：
…
．
…
…

審
議
会
等
の
定
足
数
・
投
票
数
の
算
定
と
議
長
等
と
の
関
係
に
関
す
る
立
法
方
式
・
…
・
…
・
・
…

事
務
・
事
業
の
施
行
主
体
の
経
費
負
担
規
定
の
要
否
・
…
．
．
…
：
：
・
・
：
…
…
…
・
…
…
：
…
．
：
…
：

行
政
機
関
の
立
入
検
査
等
の
規
定
を
設
け
る
場
合
と
捜
査
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
規
定
の
要
否

任
意
的
併
科
規
定
の
書
き
方
・
…
…
．
．
…
…
…
．
：
。
…
…
・
・
…
：
。
…
．
…
…
…
…
…
．
．
．
…
…
…
．
…
。
：

刑
罰
を
規
定
す
る
法
律
案
の
施
行
日
の
扱
い
：
…
．
…
・
…
…
…
・
…
．
．
…
…
・
…
…
。
：
…
…
，
…
：
…
．

法
律
案
の
施
行
期
日
に
関
す
る
規
定
の
扱
い
：
．
…
…
：
…
：
…
・
…
：
…
：
．
…
…
。
：
…
…
…
：
…
…

改
正
法
律
の
起
案
方
式
：
…
…
…
．
．
…
…
・
…
・
・
・
・
…
・
…
…
…
．
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
．
．
．
…
…
．
．

各
省
庁
の
定
員
の
増
加
を
実
施
す
る
た
め
の
改
正
の
施
行
等
の
方
式
・
…
・
；
・
…
…
…
…
；
…
：
．
、

法
令
案
中
修
正
の
柱
書
き
の
書
き
方
。
：
…
…
：
…
…
…
：
…
：
．
…
．
．
…
：
…
：
…
・
…
・
…
…
…
：
…

政
令
に
お
い
て
法
律
上
の
定
義
を
引
用
す
る
こ
と
の
要
否
・
・
・
：
．
…
…
…
…
・
…
…
…
…
。
：
…
…
“

目
次

端
書
き 目

〔
備
考
〕
及
び
〔
注
〕
は
昭
和
五
一
年
一
月
版
の
編
集
に
当
た
っ
て
付
け
ら
れ
た
備
考
及
び
注
意
書
き
で
あ

く
備
考
）
及
び
〈
注
〉
は
今
回
の
編
集
に
当
た
っ
て
付
け
た
参
考
、
備
考
及
び
注
意
書
き
で
あ
る
こ
と
を

次

Ｉ
１
ｐ
Ｌ
４
０
３
．
８
ｐ
ｄ
Ｕ
Ｊ
Ｕ
ｎ
■
閥
■
句
■
■
伺
暫
理
３
■
眉
桝
“
剛
日
■
Ｒ
■
垂
観
灯
呵
ｕ
回
日
貸
間
Ｕ
８
口
目
ｕ
観
鷺
兄
口
侭
岡
思
例
。
●
奎
硬
■
引
喧
け
■
ｙ
や
迅
凹
■
弓
■
３
目
皿
勾
叩
呵
力
α
Ｎ
、
Ｋ
４
風
ロ
勺
”
ご
■
凹
守
勺
夕
庫
■
０
。
■
牙
６
５
丁
■
ぬ
Ｕ
毎
回
ｑ
麺
制
窒
●
画
印
刷
”
飼
柚
ｍ
ｐ
８
ｑ
叩
４
つ

■
■
々
ｊ
Ｐ
１
１
も
。
２
１
６
１
１
口
７
、
母
。
マ
Ｊ
０
ｏ
１
Ｄ
汀
１
４
Ｐ
ｑ
４
「
ｉ
１
４
■
１
４
８
Ｐ
苧
ｄ
Ｄ
０
寺
３
６
ざ
Ｉ
牙
？
ｔ
ｂ
司
判
凸
も
句
０
勺
寸
冴
げ
り
、
。
ご
“
Ｊ
閃
凹
時
縄
朝
ｄ
叩
●
ユ
■
軸
が
酢
吐
側
謄
、
Ⅲ
『
叫
稗
Ⅱ
晶
闘
唇
冑
溌
肝
鄙
岬
咀
‐
郡
ｆ
ｑ
Ｆ
■
処
刀
氾
寅
剛
毎
口
、
■
９
・
餌
寄
企
買
。
軸
ｄ
・
、

■
■
■
■
５

八七・七五四三三二二二

牝

ご一t

側
脚
２
９
桁



爵
鷺
§ずI

“
Ｚ
尽
口
別
配
鼎
時
１
回

副
子
優
電
Ｆ
峨
屈
。
■
乃
呂
Ｆ
肌
山
即
自
勾
埋
醇
伊
、
揮
伽
例
即
凹
呵
陽
岨
炉
廟
肥
州
即
心
可
碑
回
邨
も
曲

六
改
正
方
式
関
係

１
改
正
法
律
の
起
案
方
式

五
記
号
関
係

１
各
号
列
記
に
お
い
て
イ
ロ
ハ
の
細
分
を
設
け
る
場
合
の
記
号

４
章
関
係

四
見
出
し
関
係

１
委
任
に
関
す
る
見
出
し
の
統
一
の
要
否

三
前
文
関
係

１
前
文
の
標
題
の
要
否
：

２
題
名
関
係

Ｈ
題
名
と
こ

口
Ａ
法
及
び

３
目
次
関
係

題
名
と
こ

２
経
過
措
置
に
関
す
る
見
出
し
の
統
一
の
要
否
…
…
．
：
…
・
・
：
：
．
…
…
…
：
…
…
：
・
・
…
…
…
：
…
：
…
：
…

３
条
建
て
に
よ
り
同
一
題
名
の
複
数
の
一
部
改
正
法
の
改
正
を
行
う
場
合
に
お
け
る
「
見
出
し
」
の
扱
い

二
制
定
文
関
係

１
制
定
文
改
正
の
要
否
…
：
。
…
．
…
…
…
・
…
…
・
…
・
…
・
…
．
．
…
…
…
…
：
…
：
…
：
：
…
・
…
・
・
…
…
・
…
…

２
政
令
の
制
定
文
に
お
い
て
括
弧
書
き
に
よ
り
準
用
規
定
を
引
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
準
用
規
定

の
指
示
方
法
…
・
…
・
‐
・
・
・
・
：
…
…
・
・
・
…
…
・
‘
・
…
・
…
…
：
…
…
…
…
‐
．
…
・
…
．
．
…
・
…
．
：
：
：
…
・
；
…
・
…
・
…
．

３
特
殊
法
人
登
記
令
、
組
合
等
登
記
令
等
を
附
則
で
改
正
す
る
場
合
の
制
定
文
の
書
き
方
…
‐
・
．
：
…
ゞ

４
経
過
措
置
に
関
す
る
委
任
規
定
に
基
づ
き
当
該
経
過
措
置
を
政
令
の
附
則
で
規
定
す
る
場
合
の
制
定

文
の
書
き
方
：
…
・
・
・
・
：
…
…
：
…
…
：
．
…
…
…
…
・
…
・
…
…
・
・
・
・
・
…
…
：
…
：
：
：
…
：
：
…
・
…
：
；
…
…
…
．

５
政
令
の
別
表
等
に
つ
い
て
本
則
中
の
規
定
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
場
合

の
制
定
文
に
お
け
る
法
律
の
根
拠
条
名
の
掲
名
の
要
否
…
・
…
・
…
；
…
：
…
…
：
…
…
：
…
：
：
．
。
…
…
・
…

Ｈ
章
名
を
改
め
る
方
式
・

口
章
を
加
え
る
方
式
…
・

日
「
第
○
章
中
」
の
用
法

目
次

Ｈ
目
次
を
付
け
る
方
式

口
目
次
の
改
正
の
方
式

目
次

昭
条
約
と
併
せ
て
国
会
の
承
認
の
対
象
と
す
べ
き
交
換
公
文
等
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
「
条
約
の
締
結

に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
」
及
び
「
理
由
」
の
書
き
方
・
…
…
・
…
…
・
…
…
…
・
…
‐
…
…
…
，
…
‘
…

甲
ｑ
Ｕ
Ｄ
、
ｆ
４
ｉ
４

由
’
８
叩
・
■
Ｆ
守
１
凸
ｔ
■

弔
問

れ
に
続
く
第
一
条
及
び
第
二
条
を
全
部
改
め
る
場
合
の
柱
書
き
の
書
き
方

Ａ
法
及
び
Ａ
法
の
一
部
改
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
題
名
の
付
け
方
・
・
：
…

氏
閏
月
ｒ
”
期

■

１

・

９

日

ｌ

Ｉ
Ｔ
？
‐
１
Ｊ
１
０
１
１
１
●
Ｉ
↓
ｆ
１
Ｉ
ｑ
ｑ
ｐ
６
Ｉ
り
り
Ｉ

＆
口
４
判
胡
胡
１
Ｎ
側
、
剖
叫
『
ｑ
田
小
間
判
４
４
４
呵
叫
弔
司
測
勺
閉
閂
」
『
■
弔
旧
矧
貝
旧
７
円

『

I

喝
旧
Ｆ
は
』
ｆ
守
門
Ａ
町
■
蛤
尋
”
■
■
’
二
・
師
や
程
】
■
■
Ｊ
ｖ
ｎ
３
角
ｑ
４
偽
Ｌ
Ｌ
矛
Ｅ
矛
由
●
９
．
Ｕ
ｂ
ｕ
β
』
。
Ｆ

ナ
ワ
ク
や
小
曲
仏
ロ
几
且
川
上
凶
？
Ｆ

昌
呵
Ｆ
Ⅲ
■
旧
分
ザ
１
㎡
肥
ｒ
・
写
Ｑ
■
『
制
、
訓
げ
▼
■
■

①
０

三

二

二二二

四四四

二二

三三

ｏ
６
Ｌ
ｊ
ｆ
ｌ
０
９
０
１
’
８
１
１
１
１

１

１

１

１

Ｏ

Ｉ

Ｉ

卜

二二

○○
二

○ 九 七七 七

一
一
ハ 五 四

二二
二二一 二 九

ま



唖

霊

謹

》

（

配

胡
聖
ｂ
他
．
ロ
や
叩
恥
宇
諫

１
干
争
Ｅ
釦
Ｅ
召
令
ｊ

Ｄ
０
Ｐ
ｎ
９
町
吻
■
』

げ
ｖ
Ｐ
ｑ
州
勾
引
６
Ｋ
眼
ｈ
Ｆ
Ｗ
向
４
卜
■
Ⅲ
規
制
１
万

７
そ
の
他
の
改
正
方
式
関
係

Ｈ
条
、
項
中
の
一
部
を
改

口
項
、
号
中
の
一
部
を
連

日
項
、
号
又
は
た
だ
し
書

四
「
前
段
中
」
、
「
後
段
中

条
、
項
中
の
一
部
を
改

Ｈ
見
出
し
を
付
け

口
見
出
し
を
改
め

日
条
中
の
字
句
と

６
条
、
項
、
号
関
係

見
出
し
を
付
け

５
見
出
し
関
係

仙
号
の
移
動
の
方
式
・
…
…
…
：
：
…
：
：
．
，
…
…
．
．
…
‐
・
…
。
：
．
…
：
。
…
…
…
・
…
・
・
・
・
・
…
…
…
…
・
‘
…
．

②
各
号
列
記
が
既
に
存
在
す
る
場
合
に
、
更
に
号
を
加
え
る
と
き
の
方
式
。
：
．
：
…
…
…
…
。
：
…
．

③
あ
る
条
項
の
各
号
を
全
面
的
に
改
正
す
る
必
要
が
あ
り
、
し
か
も
、
改
正
の
結
果
、
号
の
数
が

増
減
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
の
改
正
方
式
…
・
…
・
…
…
…
…
：
…
…
：
・
・
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
．

倒
各
号
の
な
い
条
（
項
）
に
各
号
を
加
え
る
場
合
の
方
式
・
…
，
・
・
・
‐
・
…
…
・
…
・
…
…
．
：
…
…
．
．
…
．
、

㈱
連
続
す
る
四
以
上
の
号
の
細
分
を
移
動
す
る
場
合
の
方
式
：
…
…
：
…
・
…
…
・
…
…
・
・
…
：
…
・
…
：

Ｗ
本
則
及
び
附
則
の
条
名
が
通
し
番
号
に
な
っ
て
い
な
い
場
合
に
、
本
則
の
末
尾
に
条
を
加
え
る
と

き
の
方
式
…
・
…
…
…
：
…
…
。
：
．
，
・
・
…
…
…
…
…
…
…
…
．
．
…
…
…
・
・
…
・
・
…
…
。
：
．
：
‐
・
…
・
・
・
・
・
…
．
．
…

伽
た
だ
し
書
が
各
号
列
記
を
伴
う
こ
と
と
な
る
場
合
の
改
正
方
式
・
‘
…
…
：
…
：
．
…
・
…
・
・
・
…
．
…
‐
…

㈲
冒
頭
に
、
条
、
項
又
は
号
を
加
え
る
場
合
の
方
式
：
…
：
・
・
：
。
…
…
・
…
…
…
…
・
…
…
・
…
…
：
…
．

伺
条
、
項
を
な
く
し
、
又
は
条
、
項
を
加
え
る
場
合
の
方
式
・
・
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…

働
条
、
項
の
う
ち
、
項
だ
け
を
改
め
る
場
合
の
方
式
…
…
・
…
…
…
…
…
。
：
．
…
…
．
．
…
：
…
．
．
…
・
…
：

国
号
の
各
種
改
正
方
式

Ｈ
あ
る
条
を
三
つ
の
条
に
分
け
る
場
合
の
方
式
・
…
…
：
．
．
・
・
・
・
…
・
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
・
…

口
あ
る
条
、
項
又
は
号
を
全
部
改
め
、
そ
の
条
、
項
又
は
号
の
直
後
に
新
た
な
条
、
項
又
は
号
を
加

え
る
場
合
の
方
式
・
…
・
…
：
…
…
‐
…
…
：
…
…
…
…
：
…
：
．
．
：
．
…
・
…
。
。
…
…
…
・
…
・
…
．
：
：
．
：
…
：
…

日
二
項
か
ら
成
る
あ
る
条
に
つ
い
て
、
第
二
項
を
全
部
改
め
て
第
四
項
と
し
、
新
た
に
第
二
項
及
び

第
三
項
と
し
て
二
項
を
加
え
る
場
合
の
方
式
‘
…
…
…
…
…
・
・
・
…
・
・
・
・
：
…
：
．
…
・
…
・
・
‐
；
・
・
・
…
…
…
，
．
：

四
既
存
の
条
を
繰
り
下
げ
、
新
た
な
二
条
を
追
加
す
る
場
合
の
方
式
：
…
・
…
：
…
。
：
…
…
…
：
…
：
：

田
二
項
か
ら
成
る
条
の
各
項
に
字
句
を
改
め
る
部
分
が
あ
り
、
か
つ
、
第
二
項
は
一
項
繰
り
下
げ
、

第
一
項
の
次
に
新
た
な
一
項
を
加
え
る
場
合
の
方
式
…
・
；
・
・
：
…
…
：
…
…
…
・
…
：
．
…
：
…
…
…
…
：

尚
三
項
か
ら
成
る
条
の
各
項
に
字
句
を
改
め
る
部
分
が
あ
り
、
か
つ
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
項
番

号
は
そ
の
ま
ま
と
す
る
が
、
第
一
一
項
に
た
だ
し
書
を
加
え
、
第
三
項
は
一
項
繰
り
下
げ
、
第
二
項
の

次
に
新
た
な
一
項
を
加
え
る
場
合
の
方
式
．
．
：
…
…
・
・
…
…
．
．
…
・
…
．
：
．
…
：
。
：
…
：
．
．
…
：
…
・
・
・
…
・
・
…

㈲
あ
る
条
の
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
場
合
の
表
現
方

法
…
．
．
…
…
・
…
・
…
・
；
…
…
：
…
・
…
…
…
…
・
・
…
‐
…
：
…
：
：
：
：
：
…
…
…
．
．
…
：
・
・
．
．
．
…
：
…
．
…
：
；
…

め
て
、
条
、
項
等
を
移
動
す
る
場
合
の
方
式
・
・
：
…
…
…
・
…
…
…
…
・
・
…

項
、
号
中
の
一
部
を
連
続
し
て
改
め
る
場
合
の
方
式
…
・
…
…
：
…
…
…
．
．
：
…
・
・
…
・
…
…
…
…
…

項
、
号
又
は
た
だ
し
書
の
み
を
削
る
（
改
め
る
）
等
の
場
合
の
方
式
…
‐
…
・
…
…
・
…
・
‘
…
：
…
…

「
前
段
中
」
、
「
後
段
中
」
、
「
本
文
中
」
、
「
た
だ
し
書
中
」
、
「
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
」
等
の
文

目
次

る
方
式
・
；
…
…
…
…
…
・
・
：
…
．
．
…
…
…
…
・
…
…
…

見
出
し
を
改
め
る
方
式
…
：
…
・
…
：
．
…
：
…
…
・
・
・
…
…
…
：
…
…
…

条
中
の
字
句
と
見
出
し
中
の
字
句
と
を
同
時
に
改
め
る
場
合
の
方
式

目
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『
類
鎚
誘
．
；
叫
ぶ

戸
Ⅲ
。
ｐ
ｊ
ｏ

卜
．
畝
切
殿
端
ヂ
グ
妬
ｚ
Ｌ

弓
Ｐ

宮
山
限
荊
馨
Ｆ
ｗ
ｖ
ｐ
頓
知
野
引
酎
苧
叫
州
岨
国
司
司
岬
明
閏
国
祠
凋
酬
酎
凹

八
附
則
関

１
施
行
期
日
関
係

田
そ
の
他
…
…
．

２
規
定
の
順
序
関
係

Ｈ
附
則
に
既
存
の

口
附
則
に
お
い
て

附
則
に
既
存
の

７
参
考

尚
準
用
規
定
中
の
読
替
部
分
の
規
定
の
仕
方

５
括
弧
中
の
各
種
表
現
関
係
…
…
・
…
‐
…
：
…

６
特
殊
な
語
句
関
係
…
…
…
…
：
．
…
・
…
…
…

七
表
現
関
係
関
係

Ｈ
読
替
え

口
変
更
適

４
準
用
関
係

読
替
え

Ｈ
一
部
改
正
法
の
附
則
に
お
い
て
、
同
法
に
よ
り
改
正
さ
れ
た
規
定
を
遡
及
適
用
す
る
場
合
の
方
式

口
条
の
一
部
に
つ
い
て
施
行
期
日
を
異
な
ら
・
せ
る
場
合
の
方
式
・
…
…
…
…
…
：
…
。
：
：
・
・
…
…
．
：
…

日
一
部
改
正
法
の
附
則
に
お
い
て
そ
の
改
正
規
定
及
び
附
則
の
規
定
の
施
行
期
日
を
規
定
す
る
場
合

に
お
け
る
各
規
定
の
配
列
方
法
…
・
‐
：
。
…
・
・
・
…
…
…
．
．
…
・
・
‐
：
…
…
・
…
…
…
：
…
：
．
…
：
…
．
：
…
・
…

四
あ
る
法
律
の
施
行
期
日
が
附
則
第
一
条
本
文
に
規
定
さ
れ
、
当
該
法
律
中
特
定
の
条
の
施
行
期
日

が
た
だ
し
書
に
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
の
、
附
則
に
お
け
る
当
該
法
律
の
施
行
に
係
る
規
定
の
仕
方

１
条
、
項
、
号
、

２
「
同
」
の
用
法

３
適
用
関
係

Ｈ
号
に
お
け
る
句
点
に
つ
い
て

Ｈ
準
用
規
定
の
表
現
方
法
：
．
：
…
．
，
…
…
…
…
…
・
…
・
…
：
‐
．
…
…
．
．
…
：
；
：
．
…
：
：
…
…
．
…
…
…
…
．

口
準
用
規
定
の
後
段
の
表
現
方
法
…
…
・
‐
…
・
…
…
…
・
…
・
…
・
・
・
：
…
…
…
…
：
…
。
：
：
…
：
…
：
．
…
…

日
Ａ
条
を
準
用
す
る
Ｂ
条
を
一
更
に
Ｃ
条
が
準
用
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
Ｂ
条
及
び
Ｃ
条
の
関
係

を
含
め
て
Ａ
条
を
引
用
す
る
場
合
の
表
現
方
法
…
・
…
…
．
：
：
…
．
．
・
・
・
：
…
：
…
…
：
…
。
．
．
…
：
．
・
：
。
…
・
・

四
孫
準
用
の
場
合
の
読
替
え
の
可
否
…
・
…
：
：
・
・
…
・
…
…
：
…
…
，
…
…
：
…
；
：
…
：
：
…
…
…
…
：
．
…

田
異
な
る
二
以
上
の
字
句
を
同
時
に
同
一
の
字
句
に
読
み
替
え
る
場
合
の
表
現
方
法
…
・
…
．
…
…
…

目
次

言
の
用
法
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
．
…
…
・

田
句
点
の
付
い
た
文
章
を
改
め
る
場
合
の
方
式

㈲
読
点
の
下
に
言
葉
を
加
え
る
場
合
の
方
式
：

㈲
後
段
追
加
の
方
式
・
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
．

■
。
。
』
■
３
ｂ
「
■
↓
Ｌ
Ⅲ
Ｊ
唾
召
四
弓

野
心
尚
Ｆ
１
山
甲
ｆ
即
い
中
も
鳥
０
■
邸
■
Ｏ
Ｂ
，
■
ｆ
４
ｆ

い
り

‐
睦
同
巴法

令
の
廃
止
に
関
す
る
規
定
を
置
く
場
合
の
方
式
・

附
則
に
お
い
て
他
の
法
令
の
一
部
を
改
正
す
る
場
合
の
規
定
の
順
序

目
次

の
方
式
…
…
．
．
…
・
…
…
…
：
…
・
…
・
…
…
…
．
…
：
…

変
更
適
用
に
係
る
条
項
を
他
で
引
用
す
る
場
合
の
表
現
方
法

イ
ロ
ハ
等
を
引
用
す
る
場
合
の
各
種
表
現
方
法

係
財
日
名
■
’
飼
可
１
ｑ
』
■
田
圃
同
Ｊ
Ⅵ
同
囚
４
日
司
り
制
日
日
伊
。
画
捌
叶
何
用
も
Ｎ
■
■
訊
助
別
副
尺
可
咽
間
馬
咽
も
如
的
円
副
毎
日
四
日
Ｎ
ｆ
ｐ
凸
凹
ｑ
岨
出
同
日
日
Ⅲ
問
夙
艮
旧
、
覗
唱
阿
門
Ｆ
卿
■
個
珊
司
貞
邸
圃
■
Ⅷ
■
日
ｄ
間
凹
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随
仙
牙
凹
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渉
四
海
。
常
咄
一
語
４
１
弔
腓
？
課
Ｉ

Ｉ
１
Ｆ
Ｕ
咽
’
Ⅱ
Ｐ
愼
日
■
何
叩
Ｐ
剤
軸
側
開
頷
“
■
出
国
Ｈ
問
ｑ
痴
斎
ｆ
Ｎ
心
邸
Ｆ
や
旬

九
別
表
・
表
関
係

１
改
正
追
加
の
方
式
：
・
・
…
…
…
・
・
…
・
・
…
．
．
：
：
：
：
…
・
…
・
・
…
・
…
…
…
。
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
。
…

２
表
中
に
お
い
て
名
詞
を
列
記
す
る
場
合
の
方
式
・
…
…
…
…
：
：
：
・
・
；
…
…
…
・
・
・
：
。
…
…
：
．
…
…
・
…

３
表
中
の
縦
の
区
切
り
の
取
扱
い
…
・
…
．
．
…
．
．
…
…
・
…
…
…
…
…
…
。
：
．
：
…
…
・
…
・
・
…
…
…
・
…
：
‐
…

４
そ
の
他
の
改
正
方
式
：
…
…
．
，
…
・
…
・
…
…
…
…
…
・
・
・
…
…
…
…
・
・
・
：
．
：
．
・
・
・
…
…
：
．
：
：
…
…
・
…
・
…
．

５
当
該
別
表
等
に
つ
い
て
定
め
る
本
則
中
の
規
定
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
方
式
…
…
…
．

６
政
令
の
別
表
等
に
つ
い
て
本
則
中
の
規
定
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
場
合

の
制
定
文
に
お
け
る
法
律
の
根
拠
条
名
の
掲
名
の
要
否
：
・
・
…
。
：
…
・
…
…
…
．
．
…
：
。
…
：
．
…
…
…
…
：
§

一
二
特
殊
法
人
等
関
係

二
法
律
又
は
政
令
に
署
名
す
べ
き
主
務
大
臣
関
係

一
○
理
由
書
関
係

５
そ
の
他

４
条
《
項
等
の
引
用
関
係

四
附
則
に
お
い
て
他
法
令
の
一
部
改
正
を
内
容
と
す
る
条
（
項
）
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
後
日
、

当
該
附
則
を
改
正
し
、
新
た
な
条
（
項
）
を
追
加
す
る
と
き
の
当
該
他
法
令
の
一
部
改
正
を
内
容
と

・
す
る
条
（
項
）
の
取
扱
い
・
…
…
…
：
…
：
：
：
：
…
：
…
…
・
…
・
・
：
：
．
…
…
…
・
…
…
．
：
…
…
．
．
：
．
…
…
．

目
次

３
各
種
の
改
正
方
式
関
係

Ｈ
附
則
の
条
名
の
付
け
方
…
…
…
・
…
…
・
・
‐
：
：
…
…
…
：
…
．
。
。
…
：
．
…
‘
．
。
…
…
…
：
：
：
…
…
…
…
…

口
改
正
後
の
第
○
条
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
の
方
式
…
．
：
．
…
：
．
…
：
…
‐
・
…
…
。
：
…
。
：
．
．
…
…
…

日
本
則
で
略
称
を
用
い
る
こ
と
と
し
た
他
法
令
に
つ
い
て
附
則
に
お
い
て
改
正
を
行
う
場
合
に
お
け

る
当
該
他
法
令
名
の
附
則
に
お
け
る
掲
名
の
方
式
：
…
…
．
．
…
・
…
．
：
．
…
：
。
…
…
：
…
…
…
：
…
．
．
…
・
“

Ｈ
一
部
改
正
法
の
附
則
に
お
い
て
、
同
法
に
よ
る
改
正
後
の
条
項
を
引
用
す
る
場
合
の
方
式
・
…
・
・
．

口
一
部
改
正
法
の
附
則
に
お
い
て
、
改
正
の
な
か
っ
た
当
該
法
令
の
条
項
を
引
用
す
る
場
合
の
方
式

臼
附
則
に
お
け
る
二
以
上
の
条
又
は
項
を
引
用
す
る
場
合
の
方
式
・
…
…
…
…
・
…
・
‐
‐
・
‐
。
：
…
…
…
・
・
．

四
略
称
を
設
け
た
場
合
に
お
け
る
当
該
略
称
の
用
法
・
…
…
・
…
…
…
…
‘
・
…
：
：
・
・
・
…
・
‐
…
：
：
．
…
：
．
：

Ｈ
附
則
中
に
本
則
の
経
過
規
定
と
他
法
令
の
一
部
改
正
規
定
と
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、

後
に
、
そ
の
本
則
の
経
過
規
定
を
改
め
て
条
項
（
特
に
項
）
を
追
加
し
、
又
は
削
る
た
め
、
附
則
中

の
条
項
の
繰
下
げ
又
は
繰
上
げ
を
行
う
と
き
の
方
式
・
・
…
：
…
・
…
：
…
。
…
…
．
．
‘
：
…
…
…
…
…
：
．
．
．
§

口
附
則
の
条
名
が
本
則
の
条
名
と
通
し
番
号
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
附
則
中
に
規
定
を
加

え
る
と
き
の
方
式
・
…
…
：
…
…
．
．
…
…
…
：
。
：
…
・
…
：
…
・
・
・
…
．
：
…
：
．
…
…
：
．
…
．
…
…
．
．
…
…
・
…
…

日
附
則
の
末
尾
に
項
を
加
え
る
場
合
の
方
式
…
：
。
…
‘
…
・
…
…
・
・
・
…
・
…
…
：
…
…
，
．
…
…
・
…
。
：
…
…

四
附
則
が
複
数
の
項
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
一
部
改
正
の
方
式
．
：
…
…
・
…
…
…
。
：
．

目
次
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画
奄
錘
涜
尋
副
錫
剖
籾
叩
司
剥
１
１
羽
．
・
℃
ｐ
Ｕ
ｆ
。
甜
口
。
。
”
団
０
ヴ
・
・
０
０
，
ロ

Ｎ
ｑ
ｙ
Ｔ
屯
Ｊ
■
Ｉ
ｒ
４

ｒ
恥
、
、
守
宅
０
寺
己

第
三
用
字
・
用
語
編

第
二
主
要
先
例
編

四三二一 三
規
定
中
に
引
用
し
た
法
律
が
未
公
布
の
た
め
、
そ
の
法
律
番
号
を
空
白
に
し
て
公
布
さ
れ
た
法
律
の

取
扱
い
例
・
・
・
…
・
…
…
：
…
：
…
…
．
．
…
：
…
・
…
：
…
：
：
‐
・
・
・
：
：
…
…
…
・
…
：
…
：
．
…
．
．
…
…
・
…
・
…
．
：
…

四
一
部
改
正
法
と
改
正
さ
れ
る
べ
き
法
律
と
の
成
立
時
期
が
逆
に
な
る
場
合
の
取
扱
い
例
…
：
。
…
：
：

五
公
布
後
施
行
前
の
法
令
を
改
正
し
た
例
…
：
。
：
…
。
：
：
…
・
…
…
…
：
．
…
…
：
：
：
：
…
・
・
・
…
・
…
・
；
…
．

六
い
わ
ゆ
る
調
整
規
定
を
設
け
た
も
の
の
例
…
‐
…
・
・
・
：
…
．
：
‐
・
・
・
：
。
…
・
；
：
…
・
…
…
：
；
・
…
・
・
…
：
…
．

七
行
政
機
関
に
つ
い
て
そ
の
存
置
期
間
経
過
後
に
お
い
て
復
活
さ
せ
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
た
例
・
…

八
行
政
機
関
の
位
置
の
表
示
の
改
正
例
（
北
九
州
市
の
新
設
に
関
連
す
る
も
の
）
…
・
・
：
：
：
：
。
：
：
。
…
。
．

九
法
律
の
施
行
期
日
を
他
の
法
律
に
全
面
的
に
委
任
し
た
例
：
。
…
…
・
…
・
；
・
・
：
．
：
…
：
：
：
．
：
。
：
…
・
…

一
○
内
閣
総
辞
職
の
日
に
政
令
案
が
閣
議
に
付
議
さ
れ
た
例
・
…
：
。
…
…
…
・
…
：
。
…
…
…
：
…
…
…
…

二
予
算
が
四
月
二
日
に
自
然
成
立
と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
お
け
る
組
織
令
等
の
施
行
日

の
取
扱
い
例
…
：
：
・
・
…
…
：
…
・
：
・
…
・
・
：
…
…
…
・
・
：
。
…
…
…
…
：
…
・
…
：
…
・
・
…
…
：
…
・
・
・
・
…
…
・
・

一
二
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
失
効
に
伴
う
経
過
措
置
を
定
め
る
政
令
が
制
定
さ
れ
た
例
・
《
：
：
…
：

一
公
式
令
廃
止
後
の
公
文
の
方
式
等
に
関
す
る
件
・
…
…
：
…
…
．

二
予
算
関
係
法
律
案
に
つ
い
て
「
要
綱
調
べ
」
が
提
出
さ
れ
た
例

目
次

１
規
定
の
表
現
等
の
統
一
に
つ
い
て
：
…
…
・
…
：
．
…
…
・
…
…
：
・
・
・
・
…
・
…
：
‐
．
：
．
…
・
‐
・
…
…
…
．
…
…

２
規
定
の
整
備
に
つ
い
て
：
。
…
…
…
．
．
…
：
．
…
：
…
・
…
…
…
：
．
…
…
‘
…
…
…
…
…
・
…
…
…
‐
・
…
…
．

３
公
庫
等
の
最
高
代
表
機
関
の
名
称
に
つ
い
て
…
：
・
・
・
…
；
：
，
．
…
…
．
．
…
…
・
…
…
．
：
．
．
。
…
：
．
…
・
…
．

４
事
業
団
の
最
高
代
表
機
関
と
し
て
「
理
事
長
」
の
ほ
か
「
会
長
」
を
置
く
こ
と
の
可
否
に
つ
い
て

５
監
事
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
．
…
…
；
…
・
…
…
…
：
…
，
：
…
…
…
・
…
…
：
…
…
・
…
…
…
：
…
…
．

６
役
員
の
欠
格
条
項
に
つ
い
て
・
・
・
…
・
…
…
：
…
．
：
：
：
…
…
…
…
：
．
‘
…
。
．
…
…
・
…
…
…
，
…
．
…
．
．
…

７
役
職
員
に
関
す
る
罰
則
及
び
設
立
の
登
記
に
つ
い
て
．
…
…
…
…
…
…
…
：
…
・
・
・
・
…
．
：
…
…
…
。
：

８
現
物
出
資
規
定
に
つ
い
て
・
・
…
…
…
：
…
…
…
。
：
．
…
・
…
・
・
・
…
…
・
・
・
…
，
…
…
…
…
…
…
…
：
：
…
：
．

９
増
資
規
定
に
つ
い
て
…
．
．
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
・
…
・
…
・
；
…
・
…
…
…
・
…
…
…
…
．
．
…
…
：
…
：
…

、
独
立
行
政
法
人
等
登
記
令
を
附
則
で
改
正
す
る
場
合
の
制
定
文
の
書
き
方
・
…
…
…
…
・
…
．
：
…
…

特
殊
な
語
句
に
関
す
る
例
規
…
・
・
…
…
・
・
：
…
…
：
…
．
．
…
：
。
…
…
…
：
：
．
．
…
：
．
…
…
・
：
・

、
よ
・
リ

法
令
に
お
け
る
勘
音
及
び
促
音
に
用
い
る
「
や
・
ゆ
，
よ
・
つ
」
の
表
記
方
法
…
…
…

「
法
令
に
お
け
る
漢
字
使
用
等
に
つ
い
て
」
の
決
定
に
伴
い
、
留
意
す
べ
き
事
項
（
抄
）

「
法
令
に
お
け
る
漢
字
使
用
等
に
つ
い
て
」
に
関
す
る
質
疑
応
答
に
つ
い
て
．
：
・
・
…
：
：

目
次

（
参
考
）

漢
数
字
「
千
」
の
表
記
に
つ
い
て
：
…
・
・
…
…
・
・
・
…
…
…
・
；
：
…
：
：
…
…
…

罰
則
の
審
査
に
つ
い
て
…
…
…
…
：
…
・
・
・
…
・
…
…
・
…
・
・
…
；
・
…
・
…
…
…
…
．

利
率
等
の
表
示
の
年
利
建
移
行
に
関
す
る
法
令
等
の
規
定
の
整
備
に
つ
い
て

Ⅱ
ｆ
Ｂ
ｈ
１
Ｈ
ｌ
１
Ｈ
Ｊ
Ｉ
ｌ
４
４
‐
１
劃
ｊ
・
ロ
Ｒ
Ｆ
門
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四

■
０
■
旬
一
一
一
一
一

。
■
。
■
一
一
一
一
一
一
一

…
一
三
四

…
一
四
一

○
一
○
五

一
○
九

一
一
○

一
一
四

一
二
○

・
一
二
四

一
二
五

一
二
七

二三

八七

’
○
三

一
○
四

九
八

一
○
○

一
○
○

九九九九九九九九九八
八六六四三二二二二九

I

r

l

小
虹
＃
１
９
聯
州
祷
紳
。
・
烈
川
司
瑞
涌
諸
必

函
】
、
ｇ
《
Ｈ
ｎ
Ｊ
Ｆ
尹
写



割

詔

紹

搦

剛

遺

噺

魂

篭

や

葛

【

繊

箇

↓

》

角

酌
・
必

櫛●喝
．
封
・
象

〃
｝
叫
圏

劇
室
、
例

淵
、
’
制
Ｕ
心
對
梱
荊
ｆ
瓢

墨

；

・
岬
剥
く
、
咽
句
Ⅱ

．
今

心
〃
↑
司
一
ｒ
滝
『
●
・
剥
一
．
壗
叩
印
恥
●

“
・
‐
到
署
判
噛
晩
判
例
鳶
，
祁
刊
利
蹄
・
蕗
墹
．
睡
・
，
令
斜

・
署
、
遺
托
唇
‘
罰
副
却
手
当

１
岨
。
、
１
・

ワ
‐
州
Ｑ
知
り
是
心
屏
１
色
ｔ
ｆ
卜
『
い
く

り
乃
貯
閂
吟
画
豚
Ｈ
ｆ
Ｆ
出
閑
朝
可
引
例
項
Ｈ
畑
叩
■
伺
朋

第
四
事
務
処
理
要
領
編

計
局
）
…
。
：
…
．
．
…
。
：
・
・
…
：
。
：
：
．
…
・
…
・
…
…
…
・
・
：
．
…
：
…
…
…
・
…
…
．
：
。
…
…
…
：
…
：
。
．
…
…
：
…

三
予
算
関
係
法
律
案
の
区
分
等
に
つ
い
て
…
…
．
．
．
…
・
…
…
・
…
：
：
…
…
…
：
…
・
・
・
・
…
：
…
…
：
…
…
…

四
内
閣
提
出
法
律
案
の
整
理
に
つ
い
て
：
…
・
…
・
；
・
…
：
…
：
…
．
：
：
・
・
…
…
・
・
・
：
…
：
：
…
…
・
・
…
…
：
…

五
「
内
閣
提
出
法
律
案
の
整
理
に
つ
い
て
」
（
昭
和
三
八
年
九
月
一
三
日
閣
議
決
定
）
３
の
適
用
に
つ

い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
…
？
：
・
・
：
。
・
・
・
…
…
…
…
…
…
．
。
…
・
・
・
…
…
・
・
，
・
・
…
…
：
》
・
…
…
…
…
：
・
・
…
…

六
法
律
案
又
は
政
令
案
の
閣
議
請
議
に
際
し
て
の
要
綱
等
の
記
載
要
領
に
つ
い
て
…
・
…
．
：
…
…
…
…

七
事
務
次
官
等
会
議
に
提
出
す
る
法
律
案
及
び
政
令
案
に
添
付
す
る
新
旧
対
照
の
記
載
方
法
に
つ
い
て

八
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
案
に
対
す
る
参
考
資
料
の
添
付
に
つ
・
い
て
…
…
…
：
。
…
…
・
…
．
．
．

九
法
律
案
、
政
令
案
及
び
条
約
案
閣
議
決
定
書
類
の
処
理
方
法
の
変
更
に
つ
い
て
．
．
…
・
…
：
…
・
・
・
：
…

〈
備
考
〉
閣
議
関
係
文
書
の
Ａ
判
化
等
に
つ
い
て
：
．
…
：
・
・
・
；
・
…
：
…
…
…
：
：
．
…
。
．
…
…
…
…
．
．
…

一
○
公
文
書
の
左
横
書
き
に
つ
い
て
：
…
：
。
‘
：
…
…
・
…
…
：
．
…
：
…
；
…
・
・
・
…
…
…
‘
…
．
：
．
．
…
…
…
…

二
内
閣
法
制
局
行
政
文
書
管
理
規
則
（
抄
）
…
・
…
・
…
：
…
・
…
：
：
…
・
…
…
：
・
・
…
・
…
・
…
…
…
…
…

一
予
算
の
年
内
閣
議
決
定
と
国
会
の
常
会
に
お
け
る
予
算
及
び
法
律
案
の
早
期
提
出
に
つ
い
て
．
，
…
：

二
概
算
要
求
に
組
み
入
れ
た
事
項
に
関
係
の
あ
る
法
律
案
及
び
政
令
案
の
要
綱
作
成
要
領
（
財
務
省
主

目
次

五
「
法
令
に
お
け
る
当
用
漢
字
の
音
訓
使
用
及
び
送
り
仮
名
の
付
け
方
」
の
実
施
後
、
い
わ
ゆ
る
通
則

６
の
「
許
容
」
又
は
通
則
７
を
適
用
し
て
書
き
表
し
た
語
に
つ
い
て
．
…
．
．
：
：
．
．
‘
：
…
…
…
…
…
：
…
．
・

六
そ
の
表
記
が
問
題
と
な
る
用
語
に
関
す
る
第
七
一
面
国
会
提
出
予
算
関
係
法
律
案
に
お
け
る
表
記
調

ミ《
．
：
。
Ｄ
・
；
・
‐
：
・
・
・
・
ワ
・
・
・
・
：
。
：
。
‐
：
Ｄ
・
・
・
・
；
・
・
・
。
・
３
．
０
，
；
。
・
：
、
。
：
：
Ｐ
。
、
。
。
。
：
：
。
：
：
：
：
。
：
：
。
：
。
ｏ
：
：
。
：
：
；
。
。
。
：
；
：
。
：
：

七
法
令
に
お
け
る
「
沖
縄
」
の
表
記
に
つ
い
て
…
：
…
…
：
…
・
・
…
…
：
…
…
．
．
…
…
．
．
，
：
：
…
…
…
．
：
…

八
法
令
に
お
い
て
使
用
す
る
漢
字
「
灯
」
の
字
体
に
つ
い
て
・
・
・
…
：
…
…
…
…
…
：
…
：
‐
・
…
…
．
…
‐
…
．

九
学
術
用
語
審
査
基
準
（
昭
和
四
八
年
六
月
一
八
日
改
正
）
に
つ
い
て
…
…
…
…
・
…
…
…
・
・
…
．
．
；
：
：

一
○
公
用
文
改
善
の
趣
旨
徹
底
に
つ
い
て
。
…
…
…
．
：
：
…
…
…
・
；
…
・
…
．
：
…
：
：
・
・
…
．
：
：
。
…
．
；
…
…
．

二
公
用
文
に
お
け
る
漢
字
使
用
等
に
つ
い
て
。
…
…
：
・
・
・
…
…
：
…
…
．
．
：
‘
・
・
…
・
…
．
：
．
．
…
…
．
…
…
．
，
：

一
二
法
令
に
お
け
る
漢
字
使
用
等
に
つ
い
て
。
…
…
…
・
…
：
．
…
…
…
：
…
…
…
…
‐
．
．
！
…
…
．
…
…
…
…
．

一
三
送
り
仮
名
の
付
け
方
…
・
・
…
…
…
．
．
…
‐
…
・
・
…
…
：
・
・
・
・
…
．
．
．
…
…
・
…
：
．
…
：
…
…
…
．
．
…
。
．
…
：
…
．

一
四
参
考

参

考

①
憲
法
改
正
草
案
の
文
体
等
の
形
式
に
関
す
る
説
明

②
各
官
庁
に
お
け
る
文
書
の
文
体
等
に
関
す
る
件
・
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第
一
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ー

●
ｇ
■
■
Ｂ
Ｏ
９
■
■
日
■
■
■
ｇ
◆
●
凸
巳
■
巳
■
■
■
■
ｐ
・
■
■
Ｇ
Ｂ
■
■
■
■
■
■
■
Ｂ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ｇ
■
■
■
■
●
●
ロ
■
■
■
■
■
０
▲
■
■
■
●
■
の
■
■
■
■
■
■
■
●
■
■
Ｂ
■
■
■
■
■
■
■
■
巳
呼
▲
■
■
■
９
４
■
ｇ
■
■
１
■
ｐ
Ｕ
Ｒ
■
０
■
■
■
■
■
日
■
◆
？
■
と
ｇ
も
ゅ
■
一
■
■
日

ａ

③
Ｐ
■
ｅ
ｐ

Ｆ

Ｆ

Ｂ
Ｂ
ｐ
■
五
Ｆ
■
■
Ｂ
Ｐ
Ｐ
■
ｐ
■
ｐ
ｒ
Ｂ
８
Ｐ
■
ｒ
Ｏ
Ｉ
ｆ
０
Ｄ
Ｆ
Ｄ
Ｉ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
ｒ
ｌ
Ｉ
０
，
ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｒ
ｌ
Ｉ
ｌ

■
Ｊ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
ワ
＆
■
■
■
凸
■
■
■
巳
■
■
■
■
■
□
▲
■
■
■
■
■
■
１
台
■
■
ｑ
■
■
■
■
国
■
■
■
■
甲
●
■
■
曲
■
■
■
■
。
ｂ
心
Ｕ
Ｄ
ｅ
伊
凸
６
■
４
毎
口
。
■
・
〃
今
今
◆
◆
口
早
■
■
■
・
↓
■
▲
ｒ
■
、
●
■
・
・
。
●
■
毎
二
■
■
毎
■
■
・
■
■
■
■
６
９
■
ｑ
■
●
●
■
■
■
甲
■
■
■
■

毎
口
●

■
分

り
。
守
■
■

■
心
■
■
も
さ
■
■
ロ
８
■
凸
◆
ザ
■

一

ぐ－
一･今

一

認
醗
３
恥
驚
雰
澱
溌
騨
顕
縢
競
瀞
鮭
齢
矛
齢
瀞
鴎
蝉
醗
旗
駄
瞭
脅
野
鼠
聴
聯
勝
黙
騨
蹴
際



’
一
口
ロ
ェ
》
昼
声
阿
コ
ニ
ー
ロ
勺
心
や
匁
麗
○
口
”
一
和
一
“
ロ
｜
口
汐
官
。
■
■
画
画
口
画
旬
与
－
７
気
Ｅ
○
二
Ｇ
Ｂ
Ｃ
■
ロ
ム
己
。
・
心
●
夕
申
‐
ｑ
１
ａ
。
昨
Ｔ
Ｌ
４
″
“
■
■
■
咳
。
■
ロ
ロ
モ
Ｕ
９
〃
『
△
■
■
幻
■
■
Ｑ
ｇ
Ｄ
■
■
●
・
ぬ
わ
‐
９
占
口
日
‐
０
０
７
町
で
沙
‐
。
■
号
△
Ｆ
今
。
■
＃
、
二
口
』

■
■
口
、
■
ｆ
凸
■
■
Ｕ
ｂ
ｌ
Ｄ
Ｃ
■
■
■
凸
■
▼
■
■
９
口
●
■
Ｕ
Ｇ
■
９
６
０
■
ｑ
■
■
？
＆
■
９
９
●
■
■
１
ｑ
０
守
。
“
寺
争
●
▲
▲
■
■
■
０
。
。
寸
凸
９
・
■
■
■
■
■
■
７
０
－
■
９
Ｐ
◆
ｅ
ｅ
Ｉ
ｊ
６
凸
Ｕ
０
且
■
■
■
■
■
■
■
■
画
■
Ｕ
ｇ
－
■
■
●
凸
■
■
■
Ｕ
６
５
■
Ｄ
Ｂ
８
凸
９
、
ｆ
６

第
一
例
規
編

一
一
般
的
事
項

１
審
議
会
等
を
設
置
す
る
場
合
の
立
法
方
式

審
議
会
、
協
議
会
そ
の
他
諮
問
的
又
は
調
査
的
附
属
機
関
を
新
た
に
設
置
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
た
め
の
単
行
法
を
別
個

に
制
定
す
る
方
式
と
、
各
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
し
て
、
審
議
会
等
の
一
括
設
置
を
定
め
て
い
る
条
項
の
表
中
に
当
該

新
設
す
べ
き
附
属
機
関
を
挿
入
す
る
に
止
め
る
方
式
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
今
後
は
、
原
則
と
し
て
、
次
の
取
扱
に
よ
る
も

２
審
議
会
等
を
期
限
付
き
で
設
置
す
る
場
合
の
立
法
方
式

第
一
例
規
編

口
当
該
新
設
す
べ
き
附
属
機
関
が
臨
時
的
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
こ
と
の
み
に
よ
っ
て
は
、
単
行
法
制

定
の
方
式
を
と
ら
な
い
こ
と
。

追
て
、
前
二
号
の
取
扱
に
よ
ら
な
い
と
き
は
、
審
査
関
係
各
部
長
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
昭
三
三
・
一
二
・
二
○
、
昭
五
○
・
九
・
三
○
）

Ｈ
委
員
の
構
成
、
審
議
会
の
運
営
等
に
関
す
る
事
項
を
挙
げ
て
政
令
に
委
任
す
る
こ
と
が
妥
当
で
な
く
、
法
律
自
体
に
こ

れ
を
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
（
た
と
え
ば
、
委
員
中
に
国
会
議
員
を
加
え
る
べ
き
こ
と
を
定
め
、
又
は
委
員
を
特
定

の
団
体
の
推
薦
に
よ
っ
て
任
命
す
べ
き
こ
と
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
場
合
の
ご
と
し
。
）
を
除
い
て
は
、
各
省
設
置
法
等

の
と
す
る
こ
と
。

の
一
部
改
正
の
方
式
に
よ
る
こ
と
。

■
８
■
１
１
日
ｇ
ｂ
８
０
日
日
、
■
ｇ
４
０
ｏ
０
Ｕ
０
ｑ
ｌ
ｊ
■
９
８
Ｆ
△
日
日
６
０
０
口
Ｆ
１
ｒ
２
Ｆ
ｎ
７
０
０
‐
’
４
，
ヶ

l

ト

込
庁
０
。
●
●
ザ
●
Ｌ
庁
。
■
●
心
■
■
６
０
．
Ｇ
９
ｑ
●
■
■
■
ｊ
、
●
口
守
Ｇ
ｊ
ｇ
１
、
ど
■
■
■
■
■
Ｐ
ｂ
ワ
。
戸
、
ｂ
●
甲
●
畢
９
・
今
昏
０
。
ｆ
４
ｅ
ｑ
■
Ｆ
Ｄ
■
■
。
§
■
・
才
４
レ
ロ
・
■
９
ｌ
Ｐ
０
■
０
‐
Ｉ

1
9

1

‐
！
０
１
０
１
０
０
１
《
■
■
。
。
■
０
．
。
１
日
■
■
■
■
■
▽
《
日
■
甲
凸
■
■
６
●
Ｂ
８
８
十
６
申
０
ｊ
Ⅱ
■
《
■
９
０
《
■
■
■
■
◆
Ｕ
』
Ｅ
▽
△
Ⅱ
９
●
■
■
。
ご
・
●
４
０
４
■
■
■
ｑ
令
■
■
ｐ
ａ
ｒ
△
Ｕ
■
■
０
■
Ｏ
ｂ
ｖ
Ｌ
９
も
■
■
■
■
■
』
■
Ａ
ｏ
０
６
０
０
？
■
二
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
０

ｒ
０
Ｕ
■
ｑ
●
。
■
“
。
、
■
ｂ
ｅ
。
■
Ｕ
Ｌ
■
可
ｄ
Ｄ
Ｂ
ｏ
０
・
Ｐ
ワ
９
１
１
“
９
●
ロ
０
、
ｆ
Ｌ
ｏ
１
ｂ
４
４
Ｑ
ｐ
４

も
。
●
６
Ｊ
、
卜
。
０
１
０
ロ
缶
Ｇ
１
●
▲
０
ｑ
ｌ
７
ｊ
０
■
ｈ
ｊ
ｐ
０
ｒ
０
ｒ
０
，’

Ｐ
Ｑ
Ｐ
ｄ
Ｆ
Ｄ
ａ
？
。
毎
了
い
ｒ
ｑ
ｑ
■
■
雪
■
。
■
《
■
９
Ｆ
■
■
０
Ｆ
■
■
■
り
り
■
４
■
■
Ｔ
Ｏ
Ｕ

一

ｏ
ｄ
■
〃
■
ｂ
８
０
Ｐ
ｂ
Ｄ
９
。
●
２
１
■
０
■
■
■
■
●
■
ヨ
■
■



溺
湧
顎
謹
蕪
韻
鋲
篭
葱
蔀
３
：
ヅ
蕊
●
鋤
、
３
対
副

●
４
凸
．
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

。

■

■

■

■

■

■

■

■

Ｕ

●

一

■

■

■

Ｐ

占

口

■

■

ロ

Ｇ

凸

■

９

６

９

■

■

■

■

■

■

９

８

■

■

？

■

■

ｑ

Ｏ

丑

■

■

■

Ｕ

二

■

■

■

■

〃

■

■

、

“

Ｂ

ａ

■

０

▽

０

今

９

■

Ｄ

ロ

ー

■

早

み

Ｖ

Ｐ

。

■

■

９

８

■

ｑ

Ｔ

目

■

Ｂ

■

Ⅱ

■

■

■

■

■

■

Ｂ

巳

口

ｄ

Ｒ

ｄ

ａ

■

■

宇

町

９

６

○

０

４

Ⅱ

Ｇ

■

０
１

７
刑
罰
を
規
定
す
る
法
律
案
の
施
行
日
の
扱
い

刑
罰
規
定
が
施
行
と
と
も
に
直
ち
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
法
律
案
は
、
原
則
と
し
て
、
公
布
即
日
施
行
と
せ
ず
、

「
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
」
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
一
例
規
編
三

６
任
意
的
併
科
規
定
の
書
き
方

５
行
政
機
関
の
立
入
検
査
等
の
規
定
を
設
け
る
場
合
と
捜
査
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
規
定
の
要
否

行
政
機
関
の
立
入
検
査
等
に
関
す
る
立
法
に
は
、
そ
れ
が
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い

４
事
務
・
事
業
の
施
行
主
体
の
経
費
負
担
規
定
の
要
否

事
務
又
は
事
業
の
施
行
主
体
が
当
該
事
務
又
は
事
業
の
経
費
を
負
担
す
る
旨
の
規
定
は
、
不
要
で
は
な
い
か
。

３
審
議
会
等
の
定
足
数
・
投
票
数
の
算
定
と
議
長
等
と
の
関
係
に
関
す
る
立
法
方
式

委
員
会
、
審
議
会
等
の
定
足
数
及
び
議
決
要
件
と
し
て
の
賛
成
委
員
等
の
数
に
、
委
員
た
る
議
長
、
会
長
等
が
含
ま
れ
る

か
ど
う
か
は
、
解
釈
に
ま
か
せ
ず
法
定
し
た
ら
ど
う
か
。

〔
決
定
〕
特
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
場
合
に
、
法
定
す
る
。

第
○
条
・

科
す
る
。

懲
役
と
罰
金
の
任
意
的
併
科
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
従
来
、

第
○
条
…
…
…
…
…
…
…
…
違
反
し
た
者
は
、
○
年
以
下
の
懲
役
又
は
○
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

前
項
の
刑
は
、
情
状
に
よ
り
、
併
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
い
う
よ
う
に
、
選
択
刑
の
規
定
と
併
科
の
規
定
と
を
別
の
条
項
に
書
く
慣
例
と
な
っ
て
い
た
が
、
今
後
、
こ
れ
を
次
の
よ

う
に
改
め
て
、
取
扱
い
を
一
定
す
る
こ
と
。

第
○
条
…
…
…
…
・
…
…
…
：
違
反
し
た
者
は
、
○
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
○
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併

旨
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
も
の
と
置
か
れ
て
い
な
い
も
の
と
が
あ
る
が
、
統
一
の
要
は
な
い
か
。

〔
決
定
〕
こ
の
種
の
立
入
検
査
の
権
限
は
、
行
政
監
督
等
の
必
要
か
ら
、
ま
た
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
、
刑
事
手
続
的
な
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
憲
法
第
三
五
条
の
規
定
と
の
関
連
を
考
慮

し
、
こ
の
種
の
立
入
検
査
の
権
限
を
認
め
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
「
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解

し
て
は
な
ら
な
い
」
旨
の
規
定
を
置
く
こ
と
と
す
る
。

も
の
と
す
る
こ
と
。

〔
決
定
〕
原
則
と
し
て
不
要

第
一
例
規
編
二

総
理
府
及
び
各
省
庁
に
審
議
会
を
期
限
付
き
で
置
く
場
合
に
は
、
各
省
設
置
法
等
の
附
則
に
、
次
の
よ
う
な
規
定
を
置
く

附
則
中
第
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
第
六
項
を
削
り
、
第
七
項
を
第
六
項
と
す
る
。

５
第
十
五
条
第
一
項
の
表
に
掲
げ
る
（
附
属
）
機
関
の
う
ち
、
皇
居
造
営
審
議
会
及
び
訴
願
制
度
調
査
会
は
昭
和
三
十

五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
、
固
定
資
産
評
価
制
度
調
査
会
は
昭
和
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
、
産
業
災
害
防
止
対

策
審
議
会
は
昭
和
三
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
置
か
れ
る
も
の
と
す
る
。

■

■

■

■

■

■

■

■

■

▽

●

■

■

ｇ

■

■

Ｂ

２

■

Ｕ

■

Ｒ

ｑ

４

Ｇ

０

Ｄ

』

■

■

Ⅱ

Ｆ

Ｄ

、

０

６

■

■

Ⅱ

Ｂ

ｉ

Ⅱ

Ｉ

ｐ

Ｂ

０

ｂ

Ⅱ

Ⅱ

Ｉ

凸

Ⅱ

０

匹

自
守
凸
９
．
・
■
Ｐ
９
１
ｑ
Ｂ
Ｉ
ｆ
■
二
■
■
８
０
』
８
０
，
９
■
ｐ
９
０
■
ｒ
，
■
■
ｒ
Ｂ
ｐ
Ｇ
９
０
・
。
Ｉ
ｏ
Ｏ
ｒ
ｇ
■
■
凸
１
ｆ
３
Ｔ
４
０
■
ｔ
４
９
．
■
■
■
と
９
０
ゆ
り
凸
１
０
．
。
■

（
昭
二
四
・
四
・
一
六
）

（
昭
四
八
・
七
・
一
六
）

（
昭
三
四
・
一
・
二
二

（
昭
三
○
・
四
次
）

（
昭
三
八
）

亨
遡
●
蕊
鰯
謹
・
篭
鐸
蕊
櫛
澱
嘩
謬

卜
ｈ
６
■
■
■
■
■
■
■
■
ｒ
４
Ｇ
Ｐ
６
‐
Ｈ
１



免
凶
勉
脳
汎
汚
郡
刻

ザ

ｂ

■

Ｆ

９

ｐ

Ｌ

ｂ

■

■

日

二

■

巳

■

■

▼

Ｄ

Ｏ

■

８

８

８

■

Ⅱ

！

Ⅱ

９

６

日

Ⅱ

Ⅱ

１

０

’
９
改
正
法
律
の
起
案
方
式

Ｈ
同
一
の
法
律
を
二
以
上
の
事
項
に
わ
た
っ
て
改
正
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
事
項
ご
と
に
改
正
法
律
の
施
行
期
日
が

異
な
る
と
き
は
、
従
来
は
、
改
正
法
律
の
本
則
中
の
単
一
の
改
正
文
言
の
下
に
す
べ
て
の
事
項
に
つ
い
て
の
改
正
規
定
を

織
り
込
み
、
附
則
に
お
い
て
、
改
正
法
律
を
分
割
施
行
し
、
又
は
一
応
一
括
し
て
施
行
す
る
こ
と
と
し
別
に
必
要
な
経
過

措
置
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
分
割
施
行
と
同
一
の
内
容
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
等
の
方
式
が
と
ら
れ
る
の
が
一
般
の
例

で
あ
っ
た
が
、
同
一
の
法
律
の
同
一
の
条
項
を
施
行
期
日
を
異
に
し
て
数
回
に
わ
た
っ
て
改
正
す
る
場
合
等
、
従
前
の
方

式
に
よ
る
附
則
の
規
定
に
よ
っ
て
処
理
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
か
、
又
は
附
則
の
規
定
が
難
解
と
な
る
場
合
に

は
、
本
則
中
に
条
を
起
し
て
、
同
一
の
法
律
を
対
象
と
す
る
改
正
文
言
を
含
む
規
定
を
数
回
設
け
る
こ
と
と
し
て
差
し
つ

８
法
律
案
の
施
行
期
日
に
関
す
る
規
定
の
扱
い

Ｈ
法
律
案
の
施
行
期
日
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
国
会
審
議
上
の
立
場
か
ら
の
要
請
も
あ
る
の
で
、
国
会
の
当
該
会

期
後
の
確
定
日
を
施
行
日
と
す
る
場
合
の
ほ
か
、
次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
確
定
日
と
す

口
右
の
側
か
ら
側
ま
で
に
掲
破
る
場
合
に
該
当
し
、
確
定
日
を
施
行
日
と
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
は
、
そ
の
国
会
へ
の
提

出
の
日
が
当
該
確
定
日
に
近
接
す
る
た
め
国
会
審
議
上
無
理
を
生
ず
る
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
に
へ
努
め
て
早
期
に
国
会

に
提
出
す
る
も
の
と
し
、
こ
れ
が
ど
う
し
て
も
で
き
な
い
場
合
に
は
、
確
定
日
と
す
る
に
つ
き
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
調

整
の
方
途
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

か
え
な
い

（
注
二

注
二

(3)(ﾛ） (2) る
こ
と
を
避
け
る
も
の
と
す
る
。

㈹
予
算
関
係
法
律
案
に
つ
い
一

予
算
関
係
法
律
案
に
つ
い
て

（
例
）

１は
｝
こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
公
布
の
日
が
同
月
二
日
以
後
で
あ
る
と
き
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（

場
合

日
と
す
る
場
合

右
の
方
式
に
よ
る
改
正
法
律
の
起
案
例

厚
生
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

第
一
条
厚
生
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
…
．
．
…
・
…
改
め
る
。

第
二
条
厚
生
省
設
置
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
・
…
…
…
．
．
改
め
る
。

第
三
条
厚
生
省
設
置
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
中
…
・
・
・
…
．
：
加
え
る
。

日
を
施
行
日
と
す
る
場
合

第
一
例
規
編

他
の
法
律
制
度
と
密
接
な
関
連
が
あ
っ
て
、
そ
れ
と
の
調
整
を
図
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
確
定
日
を
施
行
日
と
す
る

第
一
例
規
編

、

一
定
の
時
期
か
ら
施
行
す
べ
き
格
別
の
政
策
上
の
要
請
が
あ
っ
て
、
こ
の
要
請
に
こ
た
え
る
た
め
、
確
定
日
を
施
行

…
‐
（
右
に
同
じ
。
）
・
…
・
・
と
き
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
同
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
（
昭
三
九
・
二
・
一
三
）

日
日
①

へ

注

二
◎

■０

●
Ｊ
■
■
Ｊ
ｑ
ｄ
Ｕ
。
〃
、

。
Ｑ
“
■
・
Ｑ
ｂ
ｑ
■
■
一
■
■
。
◇
０
８
ヶ
ｑ
■
Ｐ
ｐ
ｇ
＄
、
９
：
？
●
巳

●
け
合
い
ｇ
ｒ
ｅ
Ｔ
４
ｐ
●

■
ロ
。
９
■
０
３
１

や０マ４

Ｏ
Ｇ
■
■
■
■
Ｅ
■
■
巳
①
■
■
■
■
ｐ
■
■
ｇ
９
Ｇ
Ｇ
◆
ｄ
▼
■
■
■
ｑ
ザ
Ｄ
１
Ｑ
Ｕ
■
０
０
Ｆ
０
．
９
号
ｂ
直
牙
０
■
■
ｅ
Ｄ
ｐ
Ｕ
■
８
口
４
０
言
■
、
●
・
ロ
。
■
《
■
。
●
■
ｑ
■
０
■
■
■
ｐ
■
り
む
■
８
■
■
Ｕ
●
■
０

Ｉ

Ｉ

ｐ

ｒ

■

Ｅ

Ｌ

Ｆ

そ
の
実
施
上
予
算
と
法
律
と
の
不
一
致
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
確
定

四

（
昭
三
四
・
一
・
二
一
）

Ｉ
Ｉ

五

０
９
６
■
■
■
■
Ｆ
■
■
■
ｐ
日
田
Ｆ
Ｏ
巳
、
■
日
■
▲
■
９
７
日
■
ｖ
Ｑ
ｄ
Ｏ
凸
■
▼
旬
Ｆ
“
ｐ
■
ｐ
も
Ｐ
ｆ
■
■
０
６

Ｄ
Ｂ
寺
・
■

騨
湾
銭
琴
瑳
蕊
鶏
簿
蕊
擬
蕪
霧
謹
麺



認

薯

鋤

却

却

…
！
！

畑
各
省
庁
の
定
員
の
増
加
を
実
施
す
る
た
め
の
改
正
の
施
行
等
の
方
式

Ｈ
年
度
開
始
以
後
最
初
に
定
員
が
増
加
さ
れ
る
時
に
、
年
度
末
に
お
け
る
定
員
を
も
っ
て
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
予

算
上
一
年
未
満
の
期
間
に
つ
い
て
増
員
を
認
め
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
期
間
を
限
定
し
た
こ
と
が
、
単
に
事
務

費
を
表
現
す
る
方
法
に
止
ま
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
と
き
は
、
年
度
開
始
の
時
か
ら
施
行
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
。

口
年
度
の
途
中
に
お
け
る
定
員
が
年
度
末
に
お
け
る
定
員
を
こ
え
る
場
合
は
、
そ
の
こ
え
る
員
数
に
つ
い
て
は
、
施
行
の

時
か
ら
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
．

日
前
二
項
は
、
各
省
に
つ
い
て
は
、
定
員
を
定
め
る
表
に
掲
げ
ら
れ
る
機
関
別
に
適
用
す
る
こ
と
。

回
各
省
に
つ
い
て
は
Ｈ
及
び
日
の
措
置
の
結
果
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
合
計
の
項
は
、
年
度
末
の
定
員
を
も
っ
て
算
定

す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

Ⅵ
法
令
案
中
修
正
の
柱
書
き
の
書
き
方

第
一
例
規
編

b

口
右
の
Ｈ
は
、
法
律
の
附
則
に
お
い
て
同
一

と
（
注
二
）
。

（
備
考
）

テ

○
口 〔

備
考
〕

（
注
二
）
こ
れ
に
関
す
る
前
例

輪
出
検
査
法
（
昭
和
三
二
年
法
律
第
九
七
号
）
附
則
第
一
○
条
及
び
第
二
条（

昭
三
三
・
二
・
五
、
昭
五
○
・
九
・
三
○
）

第
二
十
五
条
第
一
項
の
表
中

第
十
一
条
通
商
産
業
省
設
置
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

昭
和
三
八
年
一
月
二
二
日
の
閣
議
に
付
さ
れ
た
法
律
案
に
つ
い
て
見
る
と
本
件
Ｈ
の
本
文
の
適
用
例
と
し
て
、
通
商
産
業
省
設
置

法
及
び
中
小
企
業
庁
設
置
法
の
一
部
改
正
に
よ
る
中
小
企
業
庁
の
定
員
の
改
正
が
、
同
た
だ
し
書
の
適
用
例
と
し
て
、
私
的
独
占
の

禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
よ
る
公
正
取
引
委
員
会
事
務
局
の
定
員
の
改
正
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
月
を
こ
え
な
い
範
囲
内
で
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
，
．

…
．
：
附
則
第
十
一
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
通
商
産
業
省
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
条
通
商
産
業
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
一
言
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
二
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
二
輸
出
検
査
の
基
準
を
定
め
、
指
定
検
査
機
関
を
指
定
し
及
び
監
督
し
、
並
び
に
検
査
の
特
例
と
な
る
品
目
を
定
め
る

↑
」
１
〆
」
○

○
輸
出
検
査
法
（
昭
三
二
法
九
七
）

こ
の
法
律
中
第
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

第
一
例附

則

附
則

規
編条

の
規
定
は
○
年
○
月
○
日
か
ら
、
第
二
条
の
規
定
は
○
年
○
月
○
日
か
ら
、
第
三
条
の
規
定
は
○
年
○
月
○

「

輸
出
品
の
等
級
、
標
準
及
び
包
装

そ
の
他
輸
出
検
査
に
伴
う
重
要
事

項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

の
他
の
法
律
を
二
以
上
の
事
項
に
わ
た
っ
て
改
正
す
る
場
合
に
準
用
す
る
こ

９
０
１
１
０
Ⅱ
Ｉ
…
Ｉ
Ｊ
Ｉ
！
‐
！
‐
１
１
４
１
１
‐
１
．
１
‐
凸
ｂ
‐
１
１
７
０
．
ｑ
’
７
１
４
‐
Ｉ
ｌ
ｅ
Ｉ
ｉ
Ｉ
０
ｂ
．
１
４
１
Ｊ
・
・
１
Ｌ
ｑ
ｌ
、
‐
’
ｌ
１
１
ｊ
１
Ｉ
‐
Ｉ
ｑ
。
。
Ｊ
０
１
１
ｔ
４
１
１
１
０
１
‐
６
。
１
１
‐
，
１
７
‐
Ｉ

」

ｌ
０
Ｉ
ｑ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｂ
Ｉ
ｌ
Ｉ
‐
ｌ
も
０
寺
１
１
分
ｌ
ｊ
１
ｒ
ｌ
・
Ｐ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｊ
ｅ
９
４
０
０
；
５
０
Ⅱ
１
１
１
‐
Ｉ
‐
１
０
１
，
’
’
４
１
１
１
１
１
●
１
１
‐
’
１
，
１
１
，
，
０
，
，

を

弓

輸
出
検
査
に
関
す
る
重
要
事
項
を

調
査
審
議
す
る
こ
と
。（

昭
三
八
・
一
・
二
二

哩
蜘
刈
図
ｄ
雪
や
卓
“
叩
や
咽
’
０
Ｊ
ふ
ぺ
別
邸
入
り
ざ
。
洞

■■■

七
六に

改
め

壇
‐
静
箭
制
謝
遡
淵
駕
篭
甥
報
壷
甥
識

①
６
．
６
■
ｌ
ｌ
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｐ
ｂ
ｐ
Ｉ
Ｉ
Ｐ
ｊ
Ｉ
西
ｆ

＄



夕
号
も
Ｉ
Ｏ
Ｄ
り
り
塵
Ｉ
Ｕ
Ｐ
塵
ｉ
Ｌ

南
瑚
掎
堀
司
鋤
似
興
旬
唖
働
塙
で
●
罰
灯
心
刃
、
・
↓
必
，
‐
ｆ
Ｊ
今
．
△
鞭

旧
条
約
と
併
せ
て
国
会
の
承
認
の
対
象
と
す
べ
き
交
換
公
文
等
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
「
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
》

め
る
の
件
」
及
び
「
理
由
」
の
書
き
方

条
約
の
締
結
に
つ
い
て
国
会
の
承
認
を
求
め
る
際
、
当
該
条
約
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
り
、
当
該
条
約
と
併
せ
て
国
会
の

承
認
の
対
象
と
す
べ
き
交
換
公
文
等
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
交
換
公
文
等
が
当
該
条
約
の
不
可
分
の
一
部
を
な
す

も
の
で
あ
る
こ
と
が
規
定
上
明
ら
か
な
場
合
は
別
と
し
て
、
そ
の
承
認
を
求
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
例
に
示
す
よ
う

に
、
当
該
条
約
の
「
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
」
及
び
「
理
由
」
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
当
該
条
約
名
の
下
に

括
弧
書
き
に
よ
り
当
該
交
換
公
文
等
を
含
む
旨
を
明
記
す
る
も
の
と
す
る
。

胆
政
令
に
お
い
て
法
律
上
の
定
義
を
引
用
す
る
こ
と
の
要
否

法
律
で
一
定
の
字
句
に
つ
い
て
定
義
規
定
を
設
け
た
場
合
、
そ
の
法
律
に
基
づ
く
政
令
に
お
い
て
当
該
字
句
を
用
い
る
と

き
に
、
法
律
上
の
定
義
を
引
用
し
た
も
の
と
引
用
し
な
い
も
の
と
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
が
妥
当
か
。

へ

例

二

〔
決
定
〕
政
令
に
お
い
て
法
律
上
の
定
義
を
引
用
す
る
の
は
、
法
律
上
の
定
義
を
引
用
し
な
け
れ
ば
政
令
上
の
字
句
の
解

釈
に
疑
問
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
限
る
も
の
と
す
る
。

渡
り
鳥
及
び
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
鳥
類
並
び
に
そ
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
政
府
と
の
間
の
協
定
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

渡
り
鳥
及
び
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
鳥
類
並
び
に
そ
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政

府
と
の
間
の
協
定
（
パ
プ
ア
・
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
へ
の
適
用
に
関
す
る
交
換
公
文
を
含
む
。
）
の
締
結
に
つ
い
て
、
日
本

国
憲
法
第
七
十
三
条
第
三
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
会
の
承
認
を
求
め
る
。

第
一
例
規
編

八

法
令
案
の
一
部
を
修
正
す
る
場
合
に
は
、
ま
ず
最
初
に
、
次
例
に
示
す
よ
う
な
法
令
案
を
修
正
す
る
旨
の
柱
書
を
つ
け
る

こ
と
と
し
、
こ
れ
に
引
き
続
い
て
、
修
正
の
内
容
を
規
定
す
る
。

〔
備
考
〕

第
一
例
規
編

１
本
文
の
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
昭
和
三
八
年
二
月
八
日
に
閣
議
決
定
が
行
わ
れ
、

二
月
一
三
日
国
会
に
提
出
さ
れ
た
が
、
戦
没
者
等
の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
に
関
連
し
て
、
二
月
二
一
日
厚
生
大
臣
か

ら
そ
の
修
正
に
つ
き
閣
議
請
議
が
あ
り
、
二
月
二
三
日
閣
議
決
定
、
同
日
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
両
院
議
長
に
そ
の
旨
通
知
さ
れ
た
。

２
当
局
の
決
裁
に
お
い
て
は
、
「
別
紙
○
○
大
臣
請
議
○
○
法
律
案
中
修
正
の
件
を
審
査
し
た
が
、
右
は
請
議
の
よ
う
に
閣
議

決
定
さ
れ
て
よ
い
と
認
め
る
」
の
文
言
に
よ
り
行
わ
れ
る
。
一
西
七
ぺ
ｌ
ジ
参
照
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６
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剣
〃
斗
岨
唱
捌
９
０
■
０
４
】
Ⅲ
０
斗
４
１
７
．
１
．
８
．
１
ｆ
も
１
１
６
１
１
ｑ
“
１
１
．
寸
・
Ｆ
１
■
Ｏ
１
３
ｆ
１
４
Ｉ
０
４
℃
１
９
。
・
・
ロ
１
９
１
↓
ｈ
１
０
ｏ
０
ｆ
ｌ
Ｊ
０
３
“
ロ
０
０
１
．
．
凸
。
●
９
１
；
６
１
０
●
５
０
‐
↑
１
４
１
’
，
少
Ｉ

1

｜
｜

’

ｑ
臣
“
・
■
Ｊ
叩
肥
Ｐ
し
り
凹
暉
芯
晶
ｐ
Ｔ
け
Ｔ
刺
Ｉ

I

U

1

1

一、

例
二

及
び
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
紛
争
の
解
決
に
関
す
る
公
文
の
交
換
を
行
っ
た
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
条
約
等
を

締
結
す
る
こ
と
と
い
た
し
た
い
。
こ
れ
が
、
こ
の
案
件
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

理
由

政
府
は
、
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
諸
懸
案
を
解
決
し
て
両
国
間
の
国
交
の
正
常
化
を
実
現
す
る
た
め
、
昭
和

四
十
年
六
月
二
十
二
日
に
東
京
で
、
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
基
本
関
係
に
関
す
る
条
約
、
日
本
国
と
大
韓
民
国

と
の
間
の
漁
業
に
関
す
る
協
定
（
同
協
定
第
一
条
の
実
施
に
つ
い
て
の
二
交
換
公
文
を
含
む
。
）
．
…
・
…
：
：
に
署
名
し
、

日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
基
本
関
係
に
関
す
る
条
約
等
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件

日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
基
本
関
係
に
関
す
る
条
約
、
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
漁
業
に
関
す
る
協
定

（
同
協
定
第
一
条
の
実
施
に
つ
い
て
の
二
交
換
公
文
を
含
む
。
）
…
…
及
び
日
本
国
と
大
韓
民
国
と
の
間
の
紛
争
の
解
決

に
関
す
る
交
換
公
文
の
締
結
に
つ
い
て
、
日
本
国
憲
法
第
七
十
三
条
第
三
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
会
の
承

認
を
求
め
る
。

理
由

政
府
は
、
日
豪
間
の
渡
り
鳥
の
保
護
及
び
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
鳥
類
の
保
護
の
た
め
、
昭
和
四
十
九
年
二
月
六
日

に
東
京
で
、
渡
り
鳥
及
び
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
鳥
類
並
び
に
そ
の
環
境
の
保
護
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
政
府
と
の
間
の
協
定
（
パ
プ
ア
・
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
へ
の
適
用
に
関
す
る
交
換
公
文
を
含
む
。
）
に
署
名
し
た
。

よ
っ
て
、
こ
の
協
定
を
締
結
す
る
こ
と
と
い
た
し
た
い
。
こ
れ
が
、
こ
の
案
件
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

〔
備
考
〕

３
更
に
、
昭
和
四
○
年
、
い
わ
ゆ
る
日
韓
諸
条
約
に
つ
い
て
国
会
の
承
認
を
求
め
る
の
を
機
会
に
、
条
約
と
併
せ
て
国
会
の
承
認

の
対
象
と
す
べ
き
交
換
公
文
等
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
「
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
」
及
び
「
理
由
」
の
書
き

方
が
本
文
決
定
の
と
お
り
改
め
ら
れ
た
。

第
一
例
規
編
二

２
そ
の
後
、
い
わ
ゆ
る
新
安
保
条
約
を
国
会
に
提
出
す
る
に
当
た
り
、
同
条
約
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
三
個
の
交
換
公
文
の
取

扱
い
が
問
題
と
な
っ
た
の
を
機
会
に
、
第
三
四
回
国
会
に
提
出
す
る
条
約
か
ら
、
条
約
と
併
せ
て
国
会
の
承
認
の
対
象
と
す
べ
き

交
換
公
文
等
が
あ
る
場
合
に
は
、
「
政
府
は
．
…
：
…
条
約
に
署
名
し
、
．
…
…
：
に
つ
き
公
文
の
交
換
を
行
っ
た
」
等
、
「
条
約
の

締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
」
の
理
由
中
に
、
基
本
と
な
る
条
約
の
ほ
か
、
当
該
交
換
公
文
等
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
示

１
第
三
三
回
国
会
以
前
に
お
い
て
は
、
条
約
を
国
会
に
提
出
す
る
際
、
そ
の
条
約
と
併
せ
て
国
会
の
承
認
の
対
象
と
す
べ
き
交
換

公
文
等
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
交
換
公
文
等
は
、
当
該
基
本
と
な
る
条
約
の
中
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
、
「
条
約
の

締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
」
及
び
厘
由
」
に
は
、
単
に
、
「
…
…
：
．
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
、
日
本
国
憲
法
…
…
…

に
基
づ
き
、
国
会
の
承
認
を
求
め
る
。
」
「
政
府
は
：
…
：
：
条
約
に
署
名
し
た
。
よ
っ
て
こ
の
条
約
を
批
准
す
る
こ
と
と
い
た
し
た

い
。
こ
れ
が
、
こ
の
案
件
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。
」
と
書
く
だ
け
で
、
防
衛
目
的
の
た
め
に
す
る
特
許
権
及
び
技
術
上
の
知

識
の
交
流
を
容
易
に
す
る
た
め
の
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
（
昭
三
一
条
一
二
）
及
び
日
本
国
と
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
安
全
保
障
条
約
（
昭
二
七
条
六
）
の
二
つ
を
除
い
て
は
、
何
ら
交
換
公
文
に
は
触
れ
な
い
こ
と
を
通
例

第
一
例
規
編

す
る
こ
と
に
改
め
ら
れ
た
。

Ｌ
」
し
て
い
弾
怡

I

（
昭
五
○
・
一
二
・
一
こ

咄
・
・
・
ｑ
帥
』
Ｉ
１
ｊ
‐
“
。
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『
ｑ
と
一
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師
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Ｊ
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●
ロ
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ｊ
梵
Ａ
Ｌ
型
１
帖
》
ｆ
０
『
勺
中
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ふ
り
呼
唱
銅
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曜
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一
司
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曙
岬
急
流
癖
叩
容
詞
罰
毎
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α
鉛
毒
鍔
影
礪
皆
汁
一
駅
穿
》
．
鞄
誤
咽
評
で
‐
知
歩
少
鉤
唖
聾
予
、
、
“
《
叫
祇
Ｆ
錫
誤
り
晶
守
Ｌ
１
ｖ
冠
電
、
岨
“
、
曲
り
岬
投
．
｛
沼
国
・
ず
０
４
面
＃
：
‐
ず
４
，
，
１
唾
シ
小
ｑ
ｆ
‐
‐
，
ｑ
可
耐
。
Ｉ
Ｃ
曲
・

も
ａ

３
特
殊
法
人
登
記
令
、
組
合
等
登
記
令
等
を
附
則
で
改
正
す
る
場
合
の
制
定
文
の
書
き
方

特
殊
法
人
登
記
令
又
は
組
合
等
登
記
令
に
よ
り
登
記
す
べ
き
新
法
人
に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
場
合
に
、
当
該
法
律

の
施
行
令
の
附
則
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
登
記
令
の
別
表
に
新
法
人
を
追
加
す
る
改
正
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の

改
正
の
根
拠
規
定
は
制
定
文
中
に
示
さ
れ
な
い
の
が
通
例
で
あ
る
。

第
一

二
制
定
文
関
係

２
政
令
の
制
定
文
に
お
い
て
括
弧
書
き
に
よ
り
準
用
規
定
を
引
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
準
用
規
定
の
指
示
方
法

政
令
の
制
定
文
に
お
い
て
括
弧
書
き
に
よ
り
準
用
規
定
を
引
用
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
準
用
規
定
の
指
示
方
法
に
関
す

る
規
定
例
と
し
て
次
の
両
者
が
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
よ
る
べ
き
か
。

イ
内
閣
は
、
○
○
法

の
政
令
を
制
定
す
る
。

ロ
内
閣
は
、
○
○
法

令
を
制
定
す
る
。

１
制
定
文
改
正
の
要
否

政
令
の
制
定
文
は
、
政
令
の
一
部
を
な
す
（
法
制
執
務
提
要
一
四
三
頁
）
も
の
と
い
う
か
ら
に
は
、
制
定
文
中
に
引
用
さ

れ
た
法
律
の
条
名
等
が
変
わ
っ
た
場
合
は
、
制
定
文
も
改
正
し
て
置
く
か
、
ま
た
は
、
現
在
の
よ
う
に
制
定
当
時
の
政
令
の

根
拠
を
示
す
に
と
ど
め
て
お
く
か
。
な
お
、
政
令
の
制
定
文
に
は
、
そ
の
政
令
の
本
則
の
根
拠
条
文
の
み
を
引
用
し
、
附
則

に
よ
る
他
法
令
の
改
正
の
根
拠
条
文
は
引
用
し
な
い
例
で
あ
る
か
ら
に
は
「
…
：
…
・
に
基
づ
い
て
、
こ
の
政
令
を
制
定
す

る
。
」
と
い
う
の
は
、
不
正
確
で
は
な
い
か
。

〔
決
定
〕
従
前
ど
お
り
。
な
お
、
当
該
政
令
の
本
則
の
根
拠
と
な
る
法
律
の
附
則
の
規
定
の
委
任
に
基
づ
き
当
該
政
令
の

附
則
に
規
定
を
設
け
る
場
合
に
は
、
そ
の
根
拠
条
文
を
制
定
文
に
引
用
す
る
も
の
と
す
る
。

Ｖ
０
日
６
Ａ
守
忍
■
ｅ
‐
Ｉ
■
・
Ｉ
ｒ
０

〔
決
定
〕

（
備
考
）

ィ
の
例
○
都
市
再
開
発
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
五
○
政
三
○
四
）

内
閣
は
、
都
市
再
開
発
法
（
…
。
．
…
・
）
第
三
条
第
一
一
号
、
…
…
…
、
第
七
条
の
十
一
一
（
同
法
第
十
二
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
。
：
：
：
：
第
八
十
三
条
第
四
項
及
び
第
五
項
（
同
法
第
百
十
八
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
八
十
四
条
第
一
項
（
同
法
第
百
十
八
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
…
…
…
並
び
に
第

百
三
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

伯
の
例
○
下
水
道
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
四
九
政
九
）

内
閣
は
、
下
水
道
法
（
・
…
…
：
）
第
八
条
（
第
一
一
十
五
条
の
十
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
：
…
‐
：
・
の
規
定

に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

第
一
例
規
編

〔
備
考
〕
○
「
法
制
執
務
提
要
」
一
四
三
ペ
ー
ジ

政
令
の
制
定
文
は
、
政
令
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
制
定
文
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
法
律
の
題
名
や
条
名
が
、
の
ち
に

改
正
等
の
結
果
変
わ
っ
て
も
、
制
定
文
の
改
正
を
行
わ
な
い
の
が
、
現
在
の
取
扱
い
で
あ
る
。
制
定
文
は
、
制
定
当
時
の
政
令
の

根
拠
を
示
す
と
い
う
趣
旨
に
基
づ
い
て
い
る
。

１イ
に
よ
る
。

Ｉ

１
１
．
．
．
ｐ
０
Ｐ
・
‐
１
０
．
０
Ｉ
ｆ
ｂ
ｆ
１
ｊ
ｌ
４
１
ｆ
・
’
１
０
Ⅱ
Ｄ
４
寺
マ
マ
Ｏ
ｂ
ｏ
り
・
や
．
４
．
‐
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ｑ
‐
Ｊ
Ｔ
－
Ｉ
ｊ
ｑ
Ｌ
１
０
６
１
多
晶
Ｆ
ｂ
ｏ
ｂ
Ｊ
Ｉ
０
ｏ
Ｉ
ｊ
ワ
。
今
，
ワ
リ
ー
凸
Ｉ

例
規
編

I

（
…
…
：
．
）
第
○
条
（
第
×
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政

（
・
…
・
・
…
）
第
○
条
（
同
法
第
×
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ

ｌ
１
１
１
１
’
’
’
１
’
１
１
．
．
ｑ
‐
’
１
１
４
。
ｉ
０
．
０
１
１
ｊ
６
．
０
９
１
０
１
。
‐
↑
‐
日
１
１
１
１
１
１
‐
，
．
↑

Ｉ
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｄ
。
。
■
ｉ
心
甲
４
，
・
ｌ
ｌ
０
Ｔ
１
９
ｌ

．

Ｉ

Ⅱ

４

．

１

８

．

０

５

を

ｐ

ｆ

ｌ

日

Ⅱ

０

，

ロ

・

ｊ

ｐ

０

ｆ

。

日

■

▽

Ｆ

ｂ

０

Ｉ

１

中

Ｏ

ａ

Ｊ

０

け

Ｊ

ｆ
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ｏ

Ｉ

ｌ

ｐ

０

０

０

凸

咀

寺

零

６
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ｑ

ｐ

ｐ

■

１

６

９

毎

．

乃

甲

も

咽

Ｉ

６

Ｉ

ｑ

Ｉ

．

〃

Ｊ

・

Ｉ

（
昭
五
○
・
二
・
二
八
）

（
昭
三
八
）

三
二

二
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●
喝
ｒ

殉
翼
轆
冠
罵
習
朔
堺
霧
鍬
靱
・
郡
瑚
ｊ
辱
理
夕
立
Ｊ
９
ｄ
島
浄
Ｐ
省
刈
曾
女
貴
、
・
民
１
Ｆ
唖
“
侭
？
４
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０
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６
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１
‐
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１
１

，
０
０
Ｕ
５
１
ｂ
ｆ
■
ｒ
Ｙ
ｆ
・
Ｆ
１
：
Ｂ
２
。
・
画
や
Ｆ
《
ｉ
ｊ
Ｄ
０
Ｔ
出
ｖ
隠
も
‐
・
３
．
１
石
ｊ
ｐ
ｑ
凸
咽
坊
・
，
何
グ
ー
Ｊ
冠
０
７
４

５
政
令
の
別
表
等
に
つ
い
て
本
則
中
の
規
定
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
場
合
の
制
定
文
に
お
け
る

４
経
過
措
置
に
関
す
る
委
任
規
定
に
基
づ
き
当
該
経
過
措
置
を
政
令
の
附
則
で
規
定
す
る
場
合
の
制
定
文
の
書
き
方

命
令
の
制
定
又
は
改
廃
に
伴
う
経
過
措
置
を
当
該
命
令
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
委
任
規
定
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
経
過
措
置
を
政
令
の
附
則
で
規
定
す
る
場
合
の
制
定
文
に
当
該
委
任
条
項
を
引
用
す
る
も
の
と
引
用
し
な
い
も
の
と
の

両
者
が
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
よ
る
べ
き
か
。

〔
決
定
〕
引
用
す
る
も
の
と
す
る
。

政
令
に
お
い
て
単
に
「
別
表
第
こ
を
「
別
表
第
一
（
第
○
条
関
係
）
」
に
改
め
る
場
合
に
、
制
定
文
に
根
拠
条
名
を
掲
げ

る
も
の
と
掲
げ
な
い
も
の
と
の
両
者
が
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
よ
る
べ
き
か
。

〔
決
定
〕
掲
げ
る
に
及
ば
な
い
も
の
と
す
る
。

法
律
の
根
拠
条
名
の
掲
名
の
要
否

（
参
考
）

イ

（
備
考
）１

特
殊
法
人
登
記
令
、

テ
（
》
。

（
例
外
）

地
方
住
宅
供
給
公
社
法
施
行
令
（
昭
和
四
○
年
政
令
第
一
九
八
号
）

日
本
勤
労
者
住
宅
協
会
法
施
行
令
（
昭
和
四
一
年
政
令
第
二
九
○
号
）

し
か
し
、
右
の
根
拠
規
定
が
当
該
法
律
の
本
則
中
に
あ
る
こ
と
、
政
令
の
附
則
に
お
け
る
他
の
政
令
の
一
部
改
正
と
い

器

う
形
式
を
と
っ
て
い
る
が
、
本
来
は
本
則
的
事
項
で
あ
る
こ
と
等
を
考
慮
し
て
、
今
後
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
制
定

文
中
に
、
そ
の
根
拠
規
定
を
示
す
こ
と
と
す
る
。

器
（
例
）
公
庫
の
国
庫
納
付
金
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
二
六
年
政
令
第
一
六
二
号
）

公
団
等
の
恩
給
納
付
金
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
三
四
年
政
令
第
二
六
九
号
）

(ロ） ２
「
当
該
政
令
の
本
則
の
根
拠
と
な
る
法
律
の
附
則
の
規
定
の
委
任
に
基
づ
き
当
該
政
令
の
附
則
に
規
定
を
設
け
る
場
合
に
は
、

そ
の
根
拠
条
文
を
制
定
文
に
引
用
す
る
も
の
と
す
る
」
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

〈
備
考
〉
特
殊
法
人
登
記
令
（
昭
三
九
政
二
八
）
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に

関
す
る
政
令
（
平
一
二
政
三
二
六
）
第
二
二
条
の
規
定
（
特
殊
法
人
登
記
令
の
一
部
改
正
）
に
よ
り
、
題
名
が
「
独
立
行
政
法

人
等
登
記
令
」
に
改
め
ら
れ
た
（
平
一
三
・
一
・
六
施
行
）
。

第
一
例
規
編

第
一
例
規
編

制
定
文
に
根
拠
規
定
を
引
用
し
て
い
る
例

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
四
六
政
一
九
九
）
ｌ
根
拠
規
定
法
第
一
一
三
条
の
二

計
量
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
四
七
政
二
七
二
ｌ
根
拠
規
定
法
第
二
二
九
条
の
二

制
定
文
に
根
拠
規
定
を
引
用
し
て
い
な
い
例

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
四
二
政
三
七
四
）

計
量
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
四
八
政
一
六
九
）

油
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
は
、
い
、
㈲
と
も
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
規
定
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
。

組
合
等
登
記
令
等
を
附
則
で
改
正
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
根
拠
規
定
を
制
定
文
に
示
す
こ
と
と
さ
れ
て
い

ｳ

（
昭
四
二
・
八
・
一
八
）
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四
見
出
し
関
係

１
委
任
に
関
す
る
見
出
し
の
統
一
の
要
否

「
（
委
任
規
定
）
」
と
い
う
見
出
し
と
「
（
政
令
へ
の
委
任
）
」
、
三
実
施
規
定
ご
等
と
い
う
見
出
し
は
、
統
一
す
る
必
要
が

三
前
文
関
係

３
条
建
て
に
よ
り
同
一
題
名
の
複
数
の
一
部
改
正
法
の
改
正
を
行
う
場
合
に
お
け
る
「
見
出
し
」
の
扱
い

第
一
例
規
編

２
経
過
措
置
に
関
す
る
見
出
し
の
統
一
の
要
否

「
（
経
過
規
定
）
」
と
い
う
見
出
し
と
「
（
経
過
措
置
）
」
と
い
う
見
出
し
は
、
統
一
す
る
必
要
は
な
い
か
。

〔
決
定
〕
通
常
の
場
合
は
、
「
（
経
過
措
置
）
」
と
す
る
。

〔
決
定
〕

１
前
文
の
標
題
の
要
否

前
文
に
は
、
「
前
文
」
と
い
う
標
題
を
つ
け
て
は
ど
う
か
。

〔
決
定
〕
つ
け
る
こ
と
と
し
て
も
よ
い
が
、
具
体
例
が
出
た
と
き
に
あ
ら
た
め
て
協
議
す
る
。

Ｉ
Ｉ
ｉ
‐
０
０
０
１
７
Ｆ
・
ｊ
０
ｒ
１
Ｉ
Ｉ
ｊ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ⅲ

な
い
か
。

〔
決
定
〕

（
備
考
）

〈
備
考
〉

（
参
考
）本

則
の
章
に
前
文
を
置
き
、
か
つ
、
前
文
の
標
題
を
付
け
た
も
の
と
し
て
、
海
上
衝
突
予
防
法
（
昭
二
八
法
一
五
一
）
（
第
三
章
、

第
四
章
）
が
あ
っ
た
が
、
同
法
は
、
全
部
改
正
に
よ
っ
て
海
上
衝
突
予
防
法
（
昭
五
二
法
六
三
に
改
め
ら
れ
（
昭
五
二
・
七
・
’

五
施
行
）
、
改
正
後
の
同
法
に
は
前
文
は
置
か
れ
て
い
な
い
。

な
お
、
前
文
が
置
か
れ
て
い
る
法
律
と
し
て
は
、
教
育
基
本
法
（
平
一
八
法
一
二
○
）
が
あ
る
が
、
前
文
の
標
題
は
付
い
て
い
な

い
。１

○
民
事
調
停
法
及
び
家
事
審
判
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
四
九
法
五
五
）
附
則
第
二
項
～
第
五
項
Ｉ
（
経
過
措
置
）

○
計
量
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
四
九
法
四
二
）
附
則
第
二
項
～
第
三
項
Ｉ
（
経
過
規
定
）

２
「
（
委
任
規
定
ご
、
「
（
政
令
へ
の
委
任
ご
、
「
（
実
施
規
定
）
」
等
と
い
う
見
出
し
に
つ
い
て
は
、
「
通
常
の
場
合
は
、
「
（
政
令
へ
の

委
任
）
」
と
す
る
。
」
旨
定
め
ら
れ
て
い
る
。

二
根
拠
条
名
を
掲
げ
な
い
例
（
右
の
一
の
例
に
よ
る
と
き
は
、
第
四
条
、
第
六
条
の
三
、
第
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び

に
第
八
条
の
四
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
が
根
拠
条
名
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
）

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
五
○
政
三
五
）

内
閣
は
、
関
税
暫
定
措
置
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
六
号
）
第
六
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す

プ
（
》
、

｜
根
拠
条
名
を
掲
げ
た
例
（
ｌ
の
部
分
）

道
路
交
通
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
五
○
政
三
八
）

内
閣
は
、
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
九
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
、
第
百
十
一
一
条
第
五
項
並
び
に
第
百

第
一
例
規
編

二
十
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項

通
常
の
場
合
は
、
「
（
政
令
へ
の
委
任
ご
と
す
る
。
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罫
理
・
穆
■
ロ
‘
祥
｝
陣
咀
．

五
記
号
関
係

１
各
号
列
記
に
お
い
て
イ
ロ
ハ
の
細
分
を
設
け
る
場
合
の
記
号

各
号
列
記
に
お
い
て
イ
ロ
ハ
に
更
に
細
分
を
設
け
る
と
き
の
記
号
は
、
次
の
い
ず
れ
に
よ
る
べ
き
か
。

第
一
例
規
編
一
八

条
建
て
に
よ
り
同
一
題
名
の
複
数
の
一
部
改
正
法
の
改
正
を
行
う
場
合
に
お
け
る
「
見
出
し
」
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
共

通
見
出
し
に
準
じ
た
扱
い
を
す
る
こ
と
と
し
、
各
条
ご
と
に
見
出
し
を
付
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

(ﾛ） （ｲ）

H (1) ２

（
参
考
）

（
備
考
）１

○
恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
四
七
法
八
○
）

（
恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
五
条
恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

○
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
七
七
国
会
閣
法
二
）
附
則

（
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条
租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

○
昭
和
四
十
四
年
度
以
後
に
お
け
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
か
ら
の
年
金
の
額
の
改
定
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案
（
昭
五
一
・
三
・
一
二
閣
議
）

（
昭
和
四
十
四
年
度
以
後
に
お
け
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
か
ら
の
年
金
の
額
の
改
定
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す

第
一
例
規
編

（
恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
七
条
恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
八
‐
工
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
条
恩
給
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

プ
○
。

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
六
条
昭
和
四
十
四
年
度
以
後
に
お
け
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
か
ら
の
年
金
の
額
の
改
定
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
昭
和
四
十
四
年
度
以
後
に
お
け
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
か
ら
の
年
金
の
額
の
改
定
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

当
該
改
正
が
い
ず
れ
の
一
部
改
正
法
に
係
る
改
正
で
あ
る
か
は
、
改
正
文
に
お
い
て
当
該
一
部
改
正
法
の
法
律
番
号
が
示
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
誤
認
の
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

一
部
改
正
法
の
題
名
に
つ
い
て
は
、
長
く
な
る
も
の
が
多
い
こ
と
。

る
法
律
の
一
部
改
正
）

Ⅱ

口（2）
〆へ

略
、＝

へ

略
一

〆へ

略
一

へ

略
一

へ

略
、一(ヨ （3）

租
税
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

１

１

１

１

１

“

７

“

６

，

６

０

０

．

１

・

’

０

０

０

．

勺

１

４

，

Ｌ

０

０

１

℃

０

．

１

．

９

９

９

‘

■

１

１

I

■
４

（
昭
五
一
・
三
・
一
二
）九

裂
兇
．
罵
銅
鬼
馴
眼
ゞ
縛
一
１
・
奄
§
富
↑
．
、
魚
島
診
織
憩
鍜
憲
鍔
鐙
罐

9 q

ｌ
Ｉ
ｌ
ｑ
ｌ
卜
ｒ
１
ｑ
９
ｌ



韓
慨
溺
侶
ｕ
か
苓
瀞
抄
．
鼠
虜
鵠
●
ニ
ー
‐

９

１

０

１

．

１

６

，

Ⅱ

‐

１

１

，

０

１

８

１

４

１

１

●

Ｉ

ワ

．

！

‐

１

Ｊ

。

。

Ｊ
０
０
ｄ
１
７
ｐ
ｊ
Ｔ
Ｊ
ｐ
９
２
■
Ｂ
Ⅱ
、
１
９
■
日
’
６
０
１
１
日
’
６
６
０
９
０
．
１
１
１
，
・
卜
。
４
ｆ
ｊ
ｌ
ｌ
■
８
日
・
’
４

Ｆ
Ｉ
Ｄ
４
１
ｌ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
Ｖ
１
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｐ
Ｉ
‐
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
４
４
Ｖ
１
ｑ
１
．
４
．
‐
９
。
１
１
１
０
０
１
１
“
７
１
．
．
．
，
，

六
改
正
方
式
関
係

２
題
名
関
係

１
改
正
法
律
の
起
案
方
式
’
五
ペ
ー
ジ
参
照

口
Ａ
法
及
び
Ａ
法
の
一
部
改
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
題
名
の
付
け
方

Ａ
法
及
び
Ａ
法
の
一
部
改
正
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
題
名
は
、
次
の
い
ず
れ
に
よ
る
べ
き
か
。

い
Ａ
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

Ｈ
題
名
と
こ
れ
に
続
く
第
一
条
及
び
第
二
条
を
全
部
改
め
る
場
合
の
柱
書
き
の
書
き
方

題
名
と
こ
れ
に
続
く
第
一
条
及
び
第
二
条
を
全
部
改
め
る
場
合
に
、
題
名
の
改
正
と
第
一
条
及
び
第
二
条
の
改
正
は
、

別
の
柱
書
を
立
て
る
必
要
が
あ
る
か
。

〔
決
定
〕
題
名
の
改
正
と
こ
れ
に
続
く
条
の
改
正
と
は
、
別
の
柱
書
に
よ
る
。

㈲
Ａ
法
及
び
Ａ
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

〔
決
定
〕
い
に
よ
る
。
政
令
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

〔
決
定
〕

（
備
考
）

（
備
考
） ｊロ

の
例
○
農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
補
助
の
暫
定
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
二
五
法
一
六
九
）
第
三
条
第
二
項
第

１ ｊイ
の
例

Ｉ
第
一
『
例
規
編

イ
の
例

○
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
四
五
法
一
二
二
）

１
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
二
三
法
七
五
）
の
一
部
改
正

２
裁
判
官
の
報
酬
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
四
二
法
一
四
四
）
の
一
部
改
正

○
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
四
六
法
二
）

１
地
方
交
付
税
法
（
昭
二
五
法
二
一
二
の
一
部
改
正

２
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
ず
る
法
律
（
昭
四
五
法
五
二
の
一
部
改
正

○
教
育
職
員
免
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
四
八
法
五
七
）

１
教
育
職
員
免
許
法
（
昭
二
四
法
一
四
七
）
の
一
部
改
正

２
教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
二
九
法
一
五
八
）
の
一
部
改
正

○
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
四
九
法
八
三
）

１
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
二
六
法
一
九
二
の
一
部
改
正

２
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
四
一
法
六
七
）
の
一
部
改
正

○
海
上
保
安
官
に
協
力
援
助
し
た
者
等
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
四
九
政
三
六
六
）

１
海
上
保
安
官
に
協
力
援
助
し
た
者
等
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
二
八
政
六
二
）
の
一
部
改
正

２
海
上
保
安
官
に
協
力
援
助
し
た
者
等
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
四
二
政
一
三

○
）
の
一
部
改
正

恥
現
１
知
：
。 第

一
例
規
編

〕
㈱
に
よ
る
。

○
古
都
に
お
け
る
歴
史
的
風
土
の
保
存
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
四
一
政
三
八
四
）
第
三
条
第
二
号
ハ
、
第
七

号
ロ
ハ
、
第
五
条
第
八
号
ロ
ホ
、
第
六
条
第
一
号
イ
ロ
ニ
ホ
等
（
同
令
で
は
、
仰
②
の
細
分
と
し
て
い
⑪
…
…
…
を
用

号
ロ
ハ
、
第

い
て
い
る
。
）

｜
一
言
万
ロ

』
唖
山
Ⅷ
町
曙
計
６
１

（
昭
五
○
・
九
・
’
○
）

，
：
．
の
Ⅲ
』
・
曲
弘
囎
《
詞
ぐ
一
‐
＄
懇
両
隣
小
鼻
・
食
・
鳶
協
曝
凝
盤
野
澤
蕊
侭
餓

（
昭
三
八
）

二
二

○



雄
輔
ｘ
躯
拠
、
確
暉
今
句
型
９
瑚
鞄
『
脚
訓
弔
認
１
．
釧
峪
抑
身
砥
十
。
帥
奄
〆
堪
忍

岬
守
口
。
こ
い
。
’
曲
〃
“
Ｊ
ｑ
ｑ
再
乱
似
．
式
』
点

|i
b D

J･

li

３
目
次
関
係

口 Ｈ
目
次
を
付
け
る
方
式

い
題
名
の
次
に
次
の
目
次
及
び
章
名
を
附
す
る
。

㈲
第
一
条
の
前
に
次
の
目
次
及
び
章
名
を
加
え
る
。

〔
決
定
〕
い
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
、
政
令
の
場
合
に
は
、
題
名
の
次
に
制
定
文
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
考
慮
し
て
処

が
あ
る
か
。

〔
決
定
〕
改
正
一

改
正
す

(2) (1) 〈
備
考
〉

う
用
例
は
「
付
す
る
」

目
次
の
改
正
の
方
式

２
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
成
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭

三
九
政
二
九
六
）
の
一
部
改
正

○
公
営
住
宅
法
施
行
令
及
び
公
営
住
宅
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
四
九
政
三
九
九
）

１
公
営
住
宅
法
施
行
令
（
昭
二
六
政
二
四
○
）
の
一
部
改
正

２
公
営
住
宅
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
四
四
政
一
五
二
）
の
一
部
改
正

二
心
と
す
る
の
は
、
Ａ
法
と
Ａ
法
の
一
部
改
正
法
と
は
実
質
的
に
一
体
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
及
び
帥
に
よ
る
と
き
は
題

名
が
長
く
な
る
だ
け
で
な
く
、
読
み
に
く
く
な
る
こ
と
を
考
慮
し
た
た
め
で
あ
る
。

三
今
回
の
決
定
は
、
改
正
す
べ
き
一
部
改
正
法
が
Ａ
法
等
（
Ｂ
法
等
を
含
む
Ａ
法
等
）
の
一
部
改
正
法
又
は
Ａ
法
及
び
Ｂ
法
の
一
部

昭
和
四
八
年
一
○
月
三
日
「
法
令
に
お
け
る
当
用
漢
字
の
音
訓
使
用
及
び
送
り
仮
名
の
付
け
方
」
以
降
、
右
の
「
附
す
る
」
と
い

う
用
例
は
「
付
す
る
」
に
変
更
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

第
一
例
規
編

目
次
が
、
た
と
え
ば
「
郵
便
貯
金
法
目
次
」
と
な
っ
て
い
る
場
合
（
昭
和
二
十
二
、
三
年
頃
に
多
い
。
）
に
、
そ
の

目
次
中
括
弧
内
の
条
名
だ
け
を
改
め
る
場
合
に
も
、
「
第
○
章
、
…
；
…
（
第
○
条
’
第
○
条
）
」
と
引
用
す
る
必
要

改
正
法
で
あ
る
と
き
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

○
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
成
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
及
び
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編

成
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
四
一
政
五
六
）

１
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
成
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
三
三
政
二
○
二
）
の
一
部

○
証
人
等
の
被
害
に
つ
い
て
の
給
付
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
四
九
政
三
六
八
）

１
証
人
等
の
被
害
に
つ
い
て
の
給
付
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
三
三
政
二
二
七
）
の
一
部
改
正

２
証
人
等
の
被
害
に
つ
い
て
の
給
付
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
四
二
政
一
二
五
）
の
一
部
改

第
一
例
規
編
二
二

○
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
四
九
政
三
六
七
）

１
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
二
七
政
四
二
九
）
の
一
部
改
正

２
警
察
官
の
職
務
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
害
給
付
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
昭
四
二
政
一
二

る
条
名
「
第
○
条
」
だ
け
を
引
用
す
れ
ば
足
り
る
。

理
す
る
。

(ロ）
の

例正改
正

九
）
の
一
部
改
正

‐
ｊ
‐
・
お
聯
岫
怨
詑
・
心
℃

や
利
帖

才
１
８
叫
心
４
①
４
●
．

（
昭
四
九
・
一
二
・
二
七
）

（
昭
三
○
・
四
次
）

（
昭
三
八
）

一
一
一
一
一
、

蜀
ｖ
、
鷲
・
‐
式
侭
‐
陥
幾
蝋
…
岬
呼
塾
罵
儒
認
茎
垂
篭
龍
離
蕊



」
語
廻
一
毛
ｍ
酎
届
蝿
貢
勺
■
。
。
“
〃
ロ
ロ
・
己
”
一
口
色
盲
伊
昼
△
１
△
６
ｆ
■
。
。
．
ｅ
Ｉ
Ｕ
Ｇ
ｐ
９
や
句
ワ
△
ｐ
Ｕ
Ｏ

０
０
ｊ
Ｇ
ｂ
，
寺
今
。
？

４
■
●
。
“
■
４

△
■
ザ
０

９０

５
見
出
し
関
係

Ｈ
見
出
し
を
付
け
る
方
式

第
○
条
を
第
○
条
と
し
、
同
条
に
見
出
し
と
し
て
…
・
…
：
を
加
え
、
同
条
中
．
：
…
…

〔
決
定
〕
第
○
条
に
見
出
し
と
し
て
「
（
：
…
；
：
ご
を
附
し
、
同
条
中
：
：
…
：
、
同
条
を
第
○
条
と
し
、
：
…
：
：

第
一
例
規
編

二
五

４
章
関
係

日
「
第
○
章
中
」
の
用
法

章
・
節
等
の
区
分
の
あ
る
法
令
中
に
つ
い
て
、
枝
番
号
を
つ
け
ず
に
条
文
を
追
加
し
、
又
は
条
文
を
削
る
方
法
は
、
次

の
例
で
よ
い
か
（
目
次
の
改
正
を
除
く
。
）
。

㈱
第
三
章
中
第
八
条
を
削
り
、
第
九
条
を
第
八
条
と
し
、
第
十
条
を
第
九
条
と
し
、
第
四
章
中
第
十
一
条
か
ら
第
二
十

条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

㈲
第
四
章
中
第
十
一
条
か
ら
第
一
千
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
章
中
第
十
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
九
条

を
第
十
条
と
し
、
第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

㈱
第
二
章
を
削
り
、
第
三
章
中
第
七
条
を
第
四
条
と
し
、
第
八
条
を
削
り
、
第
九
条
を
第
五
条
と
し
、
第
十
条
を
第
六

条
と
し
、
同
章
を
第
二
章
と
し
、
…
…
…
。

㈲
第
三
章
中
第
八
条
を
削
り
、
第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

〔
決
定
〕
設
問
の
よ
う
な
疑
問
を
避
け
る
た
め
に
は
、
「
第
○
条
削
除
」
の
形
に
改
め
、
又
は
枝
番
号
を
用
い
る
こ
と
も

で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
方
法
に
よ
ら
な
い
場
合
は
、
原
則
と
し
て
、

１
あ
る
章
、
節
等
の
中
だ
け
で
条
文
を
移
動
さ
せ
る
に
は
、
「
第
○
章
」
等
と
い
う
必
要
は
な
い
。

２
あ
る
章
、
節
等
の
最
初
又
は
最
後
の
条
を
加
除
す
る
に
は
、
「
第
○
章
中
」
等
と
い
う
方
が
よ
い
。

口
章
を
加
え
る
方
式

Ｈ
章
名
を
改
め
る
方
式

㈱
第
三
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

㈲
第
○
章
の
次
に
次
の
二

〔
決
定
〕
㈲
を
原
則
と
す
る
。

何
「
第
三
章
△
△
△
」
を
「
第
三
章
○
○
○
」
に
改
め
る
。

〔
決
定
〕
㈲
を
原
則
と
す
る
が
、
い
に
よ
っ
て
も
よ
い
。

〃
″
Ⅱ
も
。
ｑ
ｄ
ｌ
，
“
Ⅱ
０

〔
決
定
〕
ど
ち
ら
で
も
よ
い
。

剛

目

次

中

㈱
第
○
条
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

㈲
第
○
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
一
例
規
編

目
次
を
改
め
る
と
き
は
、
次
の
い
ず
れ
に
よ
る
か
。

㈱
郵
便
貯
金
法
目
次
中
…
…
…

け
璽
便
閉
金
郡・…

第
三
章
○
○
○

■
Ｕ
Ｇ
０
■
■
Ｈ
９
２
ｃ
Ｕ
詮
印
■
凸
■
●
Ｏ
Ｂ
ｑ
６
■
・
■
▲
ｇ
ｒ
９
０
０
ｐ
Ｏ
日
ロ
０
．
凸
０
■
ｂ
ｂ
■
０
１
，

●
、

1
．

1

（
昭
三
○
・
三
次
）

（
昭
三
八
）

（
昭
三
八
）

へ

昭
三
八
…

一

一

四

ｄ
訳
、
‐
ｑ
ｑ
０
、
ｐ
」
か
〉
。
●
今
？
、
“
帖
凸
６
虹
卓
湾
荊
や
。
銀
や
◇
、
。
ａ
争
心
凸
●
口
和
密
可
篭
”
《
唖
歳
池
切
｛
ユ
ー



■
、
『
曲
砧
珊
凸
。
Ｏ
も
守
口
Ｊ
Ｊ
，
。

１。

●
９
１
６
６
１
１
？
咄
口
。
７
吋
ｑ

９
ｆ
昭
１
６
１
，

１

０

Ｊ

嗜

・

ｐ

ｊ

ｌ

１

ｏ

ｐ

‐

“

６

０

．

０

１

“

亭

８

５

唾

．

毛

．

ｆ

ロ

、

Ⅱ

ず
ロ
￥
ｂ
ｐ
ｑ
．
Ｉ

’
1

６
条
、
項
、
号
関
係

叩
哩
哩
“

吟

４

鼻

Ⅲ

曲

り

卜

Ｐ

侭

Ｂ

Ｊ

ｉ

ｈ

Ｉ

口
あ
る
条
、
項
又
は
号
を
全
部
改
め
、
そ
の
条
、
項
又
は
号
の
直
後
に
新
た
な
条
、
項
又
は
号
を
加
え
る
場
合
の
方
式

次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
方
式
に
よ
る
べ
き
か
。

㈱
第
○
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

Ｈ
あ
る
条
を
三
つ
の
条
に
分
け
る
場
合
の
方
式

㈱
第
○
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

醗
蕊
驚
溌
傲
眠
碓
醗
隙
陸
隆
臘
騨
膳
隙
除
騎
験
臘
溌
副
拶
樹
閏

日
条
中
の
字
句
と
見
出
し
中
の
字
句
と
を
同
時
に
改
め
る
場
合
の
方
式

〔
決
定
〕
「
第
○
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
…
・
…
．
．
」
を
「
：
…
・
…
」
に
改
め
る
。
」
と
い
う
方
式
を
用
い
る
。

口
見
出
し
を
改
め
る
方
式

第
○
条
の
見
出
し
を
「

〔
決
定
〕
「
Ｉ
」
は
、
「

第
×
条

第
△
条

〔
決
定
〕

(ﾊ） (ﾛ） ㈲
第
○
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第第第（ｲ）
△×○第
条条条○

〈
備
考
〉

る
0

第
○
条
…
・
・
；
：
…

第
○
条
の
次
に
次
の
○
条
を
加
え
る
。

昭
和
四
八
年
一
○
月
三
日
「
法
令
に
お
け
る
当
用
漢
字
の
音
訓
使
用
及
び
送
り
仮
名
の
付
け
方
」
以
降
、
〔
決
定
〕
の
「
附
し
」
と

い
う
用
例
は
「
付
し
」
に
変
更
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

第
一
例
規
編

四
‐
…
…
。
．
…

第
○
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
○
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え

三 三 第
○
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

型 三

第
一
例
規
編

㈲
を
用
い
る
の
を
原
則
と
す
る
。

０
１
◆
５
．
卜
・
暗
０
。
ザ
。
１
．
芯

Ⅱ

巳

二

ｒ

Ｄ

ｐ

ｑ

，

■

ｒ

‐
１
１
」
に
改
め
、
…
・
…
：

「
（
１
）
」
と
す
べ
き
で
あ
る
。

Ｉ

．

▼

２

０

『
ｒ
く
日
呵
智
ｂ
，
ｐ
・
凸
逼
“
粘

４

●

・

』

戒

『

閏

寺

や

下

冊
語
Ｌ
４

４
画
▽
丹
「
卦
’
１
Ｊ
蜴
聟
『
櫓

（
昭
三
○
・
二
次
）

（
昭
三
○
・
四
次
）

（
昭
三
○
・
三
次
）

一
一
一
ハ

（
昭
三
○
・
三
次
）

二

七 帯
歩
、
↓
●
哨
爵
．
餅
噂
！
葡
』
雷
等
．
管
歩
．
節
．
、
覇

尋

璽

愚

醤

塞

趨

溌

篭

墨

侭

蕊



『
呵
十
ふ
ふ
’
４
１
ｂ
・
恥
Ｐ
ｒ
Ｂ
Ｅ
１
Ｔ
叩
ｊ
ミ
ｑ
イ
ー

‐
動
『
ｄ
軋
蝋
馳
兇
曾
階
醗
倣
碕
濁
濁
勝
識
守
難
銅
蒔
嬬
窯
庸
韓
崎
弾
域
赤
聯
織
岬
鰯
卿
為
●
篭
沁
剛
暉
：
↑
Ｊ
吟
：
．
．
‐
。
’
ぜ
、
，
．
字
，
寸
師
，
’
今
α
‘
、
‐
、
’
１
１
０
．

(四） 日
二
項
か
ら
成
る
あ
る
条
に
つ
い
て
、
第
二
項
を
全
部
改
め
て
第
四
項
と
し
、
新
た
に
第
二
項
及
び
第
三
項
と
し
て
二
項

雪
バ
ハ
ー
今
●
●
①
Ｂ
ｂ
Ｇ
■
■
■
■
●
■

。
、
ｌ
ｊ
Ｊ
寺

〔
決
定
〕
仁
を
原
則
と
す
る
。

四

〔
決
定
〕

を
加
え
る
場
合
の
方
式

き
■
‐
□
ご
●
ｂ
マ
ロ
ロ
ー

(ﾊ） 回
第
○
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

い
第
十

第
十
条

次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
方
式
に
よ
る
べ
き
か
。

い
第
○
条
第
二
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

㈲
第
十
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
九
条
を
第
十
一
条
と
し
、
第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

(二）
第
八
条

4 3 2既
存
の
条
を
繰
り
下
げ
、
新
た
な
二
条
を
追
加
す
る
場
合
の
方
式

既
存
の
条
を
繰
り
下
げ
、
新
た
な
二
条
を
追
加
す
る
場
合
の
方
式
と
し
て
、
次
の
㈱
に
よ
る
こ
と
は
ど
う
か
。

第
十
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
九
条
を
第
十
一
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

プ○

0

３4 3 2

第
○
条
第
一
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

ワ
写
，
。
◆
‐
．
：
．
？
・
・
・

Q
LJ 2 4

第
一
例
規
編
二
八

第
○
条
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
同
号
の
前
に
（
又
は
「
第
四
号
と
し
て
二
次
の
一
号

を
加
え
る
。

第
○
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
例
規
編

第
○
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
○
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

竹
に
よ
る
。

１

(ﾛ）
、

㈱
は
、
用
い
な
い
。

（
昭
三
八
）

（
昭
三
八
）

二

九

燭
ぷ
蝿
翰
ｂ
『
共
生
裟
星


